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決

(

控
訴
審
・
東
京
高
裁
平
成
一
八
年
一
二
月
二
七
日
判
決)

は
、
破
産
し
た
会
社
の
株
式
の
譲
渡
に
よ
り
生
じ
た
損
失
の
取
扱
い
に

つ
き
、
増
加
益
清
算
課
税
説
を
理
論
的
根
拠
と
し
て
、
経
済
的
価
値
を
喪
失
し
た
株
式
は
、
特
段
の
事
情
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
譲

渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資
産
で
は
な
く
な
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
判
示
し
た
。
こ
の
判
決
は
、
上
記
の
疑
問
を
正
面
か
ら
否

定
し
た
も
の
と
理
解
で
き
る
が
、
こ
の
結
論
を
導
き
出
す
の
に
増
加
益
清
算
課
税
説
が
論
拠
と
な
り
う
る
か
と
い
う
さ
ら
な
る
疑
問
が

生
ず
る
。

本
稿
の
問
題
意
識
は
、
所
得
税
法
三
三
条
に
い
う
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資
産
の
範
囲
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
増
加
益
清
算
課
税
説
の
意
義
お
よ
び
そ
の
射
程
範
囲
を
探
る
と
い
う
原
理
的
問
題
に
帰
着
す
る
。
わ
が
国
の
判
例
お
よ
び
学
説

は
、
譲
渡
所
得
の
問
題
に
対
し
て
、
同
説
を
論
拠
と
し
て
結
論
を
導
き
出
し
て
き
た
が
、
果
た
し
て
同
説
は
そ
う
し
た
具
体
的
な
問
題

に
解
決
を
与
え
る
ほ
ど
の
機
能
を
有
す
る
法
理
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
、
本
稿
で
は
増
加
益
清
算
課
税
説
の
効

果
の
外
延
を
画
す
る
た
め
の
作
業
の
一
つ
と
し
て
、
個
人
納
税
者
の
譲
渡
所
得
に
か
か
る
資
産
概
念
に
し
ぼ
っ
て
検
討
す
る
。

一

｢

資
産｣

概
念
に
関
す
る
裁
判
例

(

一)

千
葉
地
裁
平
成
一
八
年
九
月
一
九
日
判
決

(

４)

【
事
実
の
概
要
】

原
告
Ｘ

(

個
人)

は
、
平
成
八
年
七
月
一
〇
日
、
訴
外
Ａ
社
株
式
五
〇
〇
〇
株
を
三
六
〇
万
円
で
、
同
九
年
四
月
八
日
に
同
社
株
式

一
万
株
を
三
一
五
万
円
で
、
そ
れ
ぞ
れ
購
入
し
た
。
Ａ
社
は
、
平
成
九
年
一
一
月
二
四
日
、
自
主
廃
業
に
向
け
て
営
業
を
休
止
す
る
こ

と
を
決
定
し
、
同
一
〇
年
三
月
二
七
日
、
そ
の
株
式
の
上
場
が
廃
止
さ
れ
、
同
月
三
一
日
、
同
社
の
す
べ
て
の
支
店
が
閉
鎖
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
同
社
は
、
平
成
一
一
年
六
月
一
日
、
東
京
地
方
裁
判
所
に
対
し
、
破
産
を
申
し
立
て
る
と
と
も
に
、
同
年
五
月
二
一
日
時
点
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は
じ
め
に

問
題
の
所
在

所
得
税
法
三
三
条
一
項
は
、
譲
渡
所
得
は

｢

資
産
の
譲
渡｣

に
よ
る
所
得
と
定
め
、
こ
の
文
言
の
解
釈
が
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
。

と
り
わ
け
問
題
が
多
い
の
は
、
資
産
の

｢

譲
渡｣

の
意
義
を
め
ぐ
る
争
い

(

１)

で
あ
り
、
判
例
お
よ
び
通
説
は
、
い
わ
ゆ
る
増
加
益
清
算
課

税
説
に
立
っ
て
そ
の
意
義
を
解
し
て
い
る

(

２)

。
同
説
は
、｢

譲
渡
所
得
に
対
す
る
課
税
は
、
資
産
の
値
上
が
り
に
よ
り
そ
の
資
産
の
所
有

者
に
帰
属
す
る
増
加
益
を
所
得
と
し
て
、
そ
の
資
産
が
所
有
者
の
支
配
を
離
れ
て
他
に
移
転
す
る
の
を
機
会
に
こ
れ
を
清
算
し
て
課
税

す
る
趣
旨

(

３)｣

と
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、｢

資
産｣

の
意
義
に
関
し
て
問
題
に
な
る
こ
と
は
比
較
的
少
な
い
。
所
得
税
法
は
、
た
な
卸
資
産
お
よ
び
準
た
な
卸
資
産
の

譲
渡
そ
の
他
営
利
を
目
的
と
し
て
継
続
的
に
行
わ
れ
る
資
産
の
譲
渡
、
お
よ
び
山
林
の
伐
採
、
譲
渡
に
よ
る
所
得
を
そ
の
範
囲
か
ら
除

外
し
て
い
る
が

(

三
三
条
二
項)

、
そ
れ
以
外
は
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る

(

所
得
税
基
本
通
達
三
三
―
一
参

照)

。
後
に
見
る
よ
う
に
、
学
説
や
裁
判
例
は
、｢
金
銭
的
価
値
の
あ
る
も
の｣

あ
る
い
は｢

財
産
的
な
い
し
経
済
的
価
値
の
あ
る
も
の｣

(

以
下
、
ま
と
め
て

｢

経
済
的
価
値
の
あ
る
も
の｣
と
い
う)

と
一
般
に
解
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資

産
の
範
囲
は
、｢

法
定
の
除
外
資
産
以
外
の
経
済
的
価
値
を
有
す
る
資
産｣

と
広
く
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
理
解
の
反
対
解
釈
と
し
て
、｢

経
済
的
価
値
を
有
し
な
い
資
産｣

は
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資
産
に
は
含
ま
れ
な
い
の

か
と
の
疑
問
が
生
ず
る
。
経
済
的
価
値
の
な
い
資
産
を
譲
渡
し
て
も
資
産
の
値
上
益
が
発
生
し
な
い
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
の
だ

が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
理
論
的
な
い
し
原
理
的
に
そ
の
よ
う
な
資
産
は
所
得
税
法
三
三
条
一
項
に
い
う

｢

資
産｣

に
は
含
ま
れ
な
い
と

い
う
こ
と
が
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
解
釈
が
問
題
と
な
っ
た
裁
判
例
が
最
近
登
場
し
た
。
後
に
詳
し
く
み
る
よ
う
に
、
千
葉
地
裁
平
成
一
八
年
九
月
一
九
日
判

論 説

(名城 '07) 57－1･2－142



を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
株
式
は
、
上
記
権
利
を
基
礎
と
し
て
一
般
に
そ
の
経
済
的
価
値
が
認
め
ら
れ
て
取
引
の
対
象
と
さ
れ
、
キ
ャ
ピ

タ
ル
・
ゲ
イ
ン
又
は
ロ
ス
を
生
ず
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
と
し
て
、
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資
産
に
当
た
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。｣

�

破
産
法
制
に
照
ら
せ
ば
、｢

破
産
宣
告
を
受
け
た
株
式
会
社
の
株
主
が
、
利
益
配
当
、
残
余
財
産
分
配
等
を
受
け
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
自
益
権
及
び
株
式
会
社
の
意
思
決
定
に
参
画
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
共
益
権
を
現
実
に
行
使
し
得
る
余
地
は
、
一
般
的
に

な
く
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
破
産
宣
告
を
受
け
た
株
式
会
社
の
株
式
は
、
そ
の
後
同
社
が
再
建
さ
れ
る
蓋
然
性
が

あ
る
な
ど
特
段
の
事
情
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
自
益
権
や
共
益
権
を
基
礎
と
す
る
株
式
と
し
て
の
経
済
的
価
値
を
喪
失
し
、
も
は
や
、

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
又
は
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
を
生
ず
る
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資
産
で
は
な
く
な
る
も

の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
破
産
手
続
開
始
決
定
等
に
よ
り
個
人
の
有
す
る
株
式
が
株
式
と
し
て
の
価
値
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
る
損
失
は

通
常
税
制
上
の
損
失
と
扱
わ
れ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
平
成
一
七
年
度
の
税
制
改
正
に
お
い
て
創
設
さ
れ
た
特
定
管
理
株
式
に
係

る
規
定(

租
税
特
別
措
置
法
三
七
条
の
一
〇
の
二)

が
、
譲
渡
所
得
等
の
課
税
の
特
例
を
定
め
て
い
る
こ
と
に
沿
う
も
の
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。｣

�

本
件
で
認
め
ら
れ
る
事
実
関
係
の
下
で
は
、
Ａ
社
が
破
産
宣
告
を
受
け
る
直
前
の
平
成
一
一
年
五
月
二
一
日
時
点
に
お
い
て
、

Ａ
社
株
は
、
自
益
権
や
共
益
権
を
基
礎
と
す
る
株
式
と
し
て
の
経
済
的
利
益
を
喪
失
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
証
拠
に

よ
れ
ば
、
Ｘ
か
ら
Ａ
社
株
を
譲
り
受
け
た
Ｂ
は
、
Ａ
社
株
に
資
産
価
値
が
な
く
、
株
式
市
場
で
流
通
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
認
識
し

て
お
り
、
趣
味
と
し
て
切
手
や
宝
く
じ
を
収
集
し
て
い
る
の
と
同
様
に
、
破
産
し
た
会
社
の
株
式
を
記
念
と
し
て
買
っ
た
こ
と
が
認
め

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
譲
渡
に
係
る
Ａ
社
株
に
つ
い
て
は
、
単
に
好
事
家
が
記
念
品
と
し
て
の
価
値
を
認
め
る
株
式
と
し
て
譲

渡
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
本
件
譲
渡
に
よ
る
損
失
が
、
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
の
金
額
の
計
算
上
生
じ
た
損
失
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

譲渡所得の基因となる ｢資産｣ 概念

57－1･2－ (名城 '07)145

に
お
け
る
債
務
超
過
額
が
一
六
〇
二
億
円
で
あ
る
と
発
表
し
た
。
そ
の
結
果
、
同
年
六
月
二
日
、
破
産
宣
告
を
受
け
、
平
成
一
七
年
一

月
二
六
日
、
破
産
終
結
の
決
定
を
受
け
た
。

Ｘ
は
、
平
成
一
五
年
六
月
三
〇
日
、
訴
外
Ｂ
に
対
し
、
Ａ
社
株
一
万
五
〇
〇
〇
株
を
一
五
〇
〇
円

(

一
株
あ
た
り
〇
・
一
円)

で
譲

渡
し
た

(
本
件
譲
渡)

。
こ
れ
に
よ
り
、
Ｘ
は
Ｂ
に
対
す
る
Ａ
社
株
の
譲
渡
に
よ
り
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
失

が
生
じ
た
と
し
て
、
租
税
特
別
措
置
法
三
七
条
の
一
〇
第
一
項

(

平
成
一
五
年
法
律
第
五
四
号
に
よ
る
改
正
前
の
も
の)

を
適
用
し
、

他
の
株
式
に
か
か
る
譲
渡
益
の
金
額
か
ら
控
除
し
、
確
定
申
告
を
行
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
課
税
庁
は
、
Ａ
社
が
破
産
宣
告
を
受
け
、
多
額
の
債
務
超
過
の
状
態
に
あ
り
、
再
建
さ
れ
る
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
る
と

い
う
特
段
の
事
情
も
見
出
し
難
い
状
況
下
で
は
、
Ａ
社
株
は
、
そ
の
法
的
性
質
は
と
も
か
く
、
株
式
と
し
て
の
経
済
的
価
値
を
喪
失
し

た
記
念
株
式
で
あ
り
、
そ
の
譲
渡
は

｢
株
式
等
の
譲
渡｣

に
該
当
し
な
い
と
し
て
、
同
条
項
の
適
用
を
否
定
し
、
本
件
譲
渡
に
よ
る
損

失
の
他
の
株
式
の
譲
渡
益
か
ら
の
控
除
を
否
認
し
た
。

【
判
旨
】
請
求
棄
却

(

控
訴
審
・
東
京
高
判
平
成
一
八
年
一
二
月
二
七
日

(

判
例
集
未
登
載)

も
同
旨)

。

�

｢

譲
渡
所
得
に
対
す
る
課
税
は
、
資
産
の
値
上
が
り
に
よ
り
そ
の
資
産
の
所
有
者
に
帰
属
す
る
増
加
益
を
所
得
と
し
て
、
そ
の

資
産
が
所
有
者
の
支
配
を
離
れ
て
他
に
移
転
す
る
の
を
機
会
に
こ
れ
を
清
算
し
て
課
税
す
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
か
ら

(

最
高
裁
昭
和

四
一
年

(

行
ツ)

第
一
〇
二
号
同
四
七
年
一
二
月
二
六
日
第
三
小
法
廷
判
決
・
民
集
二
六
巻
一
〇
号
二
〇
八
三
頁
、
最
高
裁
昭
和
四
七

年

(

行
ツ)

第
四
号
同
五
〇
年
五
月
二
七
日
第
三
小
法
廷
判
決
・
民
集
二
九
巻
五
号
六
四
一
頁)

、
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資
産
は
、

一
般
に
そ
の
経
済
的
価
値
が
認
め
ら
れ
て
取
引
の
対
象
と
さ
れ
、
上
記
増
加
益

(

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン)

又
は
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス

を
生
ず
る
よ
う
な
性
質
の
資
産
を
い
う
も
の
と
解
さ
れ
る
。｣

�

｢

株
式
と
は
、
株
式
会
社
の
社
員
で
あ
る
株
主
の
地
位
を
割
合
的
単
位
の
形
式
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
自
由
に
譲

渡
さ
れ
、
株
主
に
お
い
て
は
、
利
益
配
当
請
求
権
、
残
余
財
産
分
配
請
求
権
等
の
自
益
権
や
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
等
の
共
益
権
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と
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
Ｂ
は
Ｘ
に
対
し
て
四
三
〇
万
円
の
立
退
料
を
支
払
う
こ
と
に
よ
り
、
本
件
建
物
を
取
得
し
た
。
Ｘ
は
本

件
譲
渡
に
関
し
、
租
税
特
別
措
置
法
三
五
条
所
定
の
居
住
用
財
産
の
買
い
替
え
に
該
当
す
る
と
し
て
同
条
を
適
用
し
て
申
告
を
行
っ
た

が
、
課
税
庁
は
、
本
件
立
退
料
は
、
営
利
を
目
的
と
す
る
継
続
的
行
為
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
一
時
的
性
質
の
も
の
で
、
し
か

も
労
務
そ
の
他
の
役
務
の
提
供
の
対
価
た
る
性
質
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
一
時
所
得
に
あ
た
る
と
し
て
更
正
処
分
を
行
っ
た
。

【
判
旨
】
請
求
棄
却

(

控
訴
審
・
大
阪
高
判
昭
和
四
五
年
四
月
六
日
税
資
五
九
号
五
八
六
頁
も
同
旨)

。

�

｢

家
屋
明
渡
に
際
し
て
、
家
屋
所
有
者
か
ら
家
屋
明
渡
を
な
す
者
に
対
し
支
払
わ
れ
る
立
退
料
は
、
そ
の
具
体
的
事
情
に
応
じ

て
各
種
の
性
質
が
あ
り
、
一
般
的
抽
象
的
に
は
決
め
ら
れ
な
い
が
、
…
…
本
件
立
退
料
は
本
件
建
物
に
つ
い
て
原
告
が
有
し
て
い
た
賃

借
権
を
消
滅
さ
せ
る
対
価
と
し
て
の
性
質
を
有
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。｣

�

｢

家
屋
賃
借
権
は
、
賃
貸
人
と
賃
借
人
と
の
契
約
に
基
づ
く
人
的
関
係
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
賃
借
人
が
賃
貸
人

の
意
向
を
無
視
し
て
賃
借
権
を
勝
手
に
他
に
譲
渡
し
転
々
流
通
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
法
的
に
は
財
産
権
の
一
種
で
あ
り
、
賃

貸
人
の
承
諾
を
得
れ
ば
処
分

(

譲
渡
、
転
貸)

可
能
な
権
利
で
あ
り
、
現
実
の
社
会
生
活
に
お
い
て
経
済
的
に
は
金
銭
に
評
価
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
経
済
的
価
値
を
有
す
る
も
の
即
ち
資
産
の
一
つ
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。｣

�

｢

譲
渡
所
得
は
、
資
産
に
値
上
が
り
を
生
じ
た
場
合
、
そ
の
資
産
が
売
却
そ
の
他
処
分
に
よ
っ
て
換
価
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
増

加
益
が
実
現
し
た
と
き
に
こ
れ
を
捕
捉
し
て
課
税
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
処
分
に
よ
り
増
加
益
が
実
現
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も

そ
の
原
因
が
売
却
等
資
産
が
他
に
移
転
す
る
場
合
に
限
ら
ず
、
資
産
が
消
滅

(

処
分
の
一
種)

す
る
場
合

(

例
え
ば
土
地
収
用
に
よ
っ

て
土
地
及
び
そ
れ
に
対
す
る
賃
借
権
が
収
用
さ
れ
、
土
地
所
有
者
、
賃
借
人
に
補
償
金
が
支
払
わ
れ
た
場
合
の
賃
借
権
の
消
滅)

に
も
、

譲
渡
所
得
が
あ
っ
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。｣

�

本
件
で
は
、
原
告
が
訴
外
Ｂ
に
対
し
て
消
滅
さ
せ
た
の
は
借
家
権
で
あ
り
、
借
家
権
は
租
税
特
別
措
置
法
三
五
条
に
定
め
る

｢

土
地
若
し
く
は
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
又
は
家
屋｣

に
該
当
し
な
い
か
ら
、
同
条
の
適
用
に
よ
る
特
例
は
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
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【
コ
メ
ン
ト
】

本
判
決

(

以
下
、
本
稿
で
は

｢

千
葉
地
判｣

と
呼
ぶ)

は
、
譲
渡
所
得
課
税
に
関
す
る
判
例
お
よ
び
通
説
的
理
解
で
あ
る
増
加
益
清

算
課
税
説
を
根
拠
と
し
て

(

判
旨
�)

、
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資
産
の
意
義
に
つ
い
て
、｢

経
済
的
価
値
が
認
め
ら
れ
て
取
引
の
対

象
と
さ
れ
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
又
は
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
を
生
じ
る
よ
う
な
性
格
の
も
の｣

と
限
定
的
な
理
解
を
示
し
た
。
こ
う

し
た
理
解
は
、
後
に
み
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
学
説

(

５)

お
よ
び
裁
判
例
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
資
産
概
念
と
軌
を
一
に
す
る
も
の

で
あ
る
。

本
件
認
定
事
実
を
前
提
と
す
れ
ば
、
Ｘ
・
Ｂ
共
に
Ａ
社
株
に
は
経
済
的
価
値
が
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
取
引
し
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
た
め
、
一
種
の
租
税
回
避
行
為
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
、
Ｘ
に
対
し
て
租
税
特
別
措
置
法
三
七
条

の
一
〇
第
一
項
の
特
例
を
適
用
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う

(

６)

。
も
っ
と
も
、
同
規
定
の
Ｘ
へ
の
適
用
を
否
定
す
る
明
文
上
の
根
拠

は
な
く
、
同
法
三
七
条
の
一
〇
の
二
の
規
定
は
Ｘ
の
取
引
が
行
わ
れ
た
後
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
裁
判
所
と
し
て
は
こ
う

し
た
ロ
ジ
ッ
ク
を
用
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

(

二)

資
産
概
念
に
関
す
る
裁
判
例
の
動
向

以
下
、
こ
れ
ま
で
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資
産
の
範
囲
が
争
わ
れ
た
裁
判
例
を
概
観
し
、
資
産
該
当
性
に
し
ぼ
っ
て
コ
メ
ン
ト
を

付
す
る

(

７)

。

(

１)

大
阪
地
裁
昭
和
四
四
年
一
月
二
八
日
判
決

(

８)

【
事
実
の
概
要
】

原
告
Ｘ
が
賃
貸
・
居
住
す
る
本
件
建
物
は
訴
外
Ａ
の
所
有
物
で
あ
っ
た
が
、
同
建
物
お
よ
び
敷
地
等
に
つ
き
訴
外
Ｂ
に
売
り
渡
す
こ
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あ
る
か
ら
、
譲
渡
所
得
に
あ
た
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

【
コ
メ
ン
ト
】

本
件
も
借
家
権
の
資
産
該
当
性
が
争
わ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
本
件
も
前
記

(

１)

判
決
と
同
様
の
理
論
構
成
を
と
り
、
借
家
権
の
消

滅
の
対
価
と
し
て
の
補
償
金

(

立
退
料)

が
経
済
的
価
値
を
有
す
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
資
産
該
当
性
を
肯
定
し
て
い
る
。

(

３)

京
都
地
裁
昭
和
五
六
年
七
月
一
七
日
判
決

(

�)

【
事
実
の
概
要
】

原
告
Ｘ
は
相
続
に
よ
り
本
件
建
物
の
借
家
権
を
承
継
し
、
そ
の
後
、
本
件
建
物
お
よ
び
そ
の
敷
地
の
所
有
者
で
あ
る
訴
外
Ａ
か
ら
同

建
物
お
よ
び
敷
地
を
一
四
四
〇
万
円
で
買
い
受
け
、
そ
の
二
日
後
に
訴
外
Ｂ
に
二
四
〇
〇
万
円
で
転
売
し
た
。
そ
の
結
果
、
Ｘ
に
九
六

〇
万
円
の
差
益
が
生
じ
た
が
、
Ｘ
は
同
金
額
を
本
件
借
家
権
の
譲
渡
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
し
て
長
期
譲
渡
所
得
と
し
て
申
告
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
課
税
庁
は
、
本
件
建
物
お
よ
び
土
地
の
取
引
の
対
価
で
あ
る
と
し
て
、
短
期
譲
渡
所
得
と
し
て
更
正
処
分
等
を
行
っ
た
。

【
判
旨
】
請
求
容
認

(

確
定)

。

�

｢

譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資
産
に
つ
い
て
所
得
税
法
は
定
義
規
定
を
設
け
て
い
な
い
が
、
右
資
産
と
は
、
社
会
生
活
上
金
銭

に
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
現
実
に
有
償
譲
渡
の
可
能
性
の
あ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。｣

�

｢

借
家
権
に
対
す
る
借
家
法
の
態
度
は
譲
渡
性
よ
り
は
む
し
ろ
居
住
性
の
保
護
に
重
点
を
置
い
て
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る｣

が
、
借
家
人
は
賃
借
人
の
承
諾
を
得
れ
ば
借
家
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
譲
渡
に
つ
い
て
賃
貸
人
が
不

承
諾
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
譲
渡
が
賃
貸
人
、
借
家
人
間
の
信
頼
関
係
を
破
壊
し
な
い
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
ば
、
賃
貸
人
は
そ
の
承
諾
を

拒
み
得
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、｢

借
家
権
に
つ
い
て
有
償
譲
渡
の
可
能
性
が
全
く
な
い
と
い

う
こ
と
は
で
き
な
い
。｣

そ
し
て
、
借
家
権
を
消
滅
さ
せ
そ
の
明
渡
を
受
け
る
た
め
に
立
退
料
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
事
例
は
少
な
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い
。

【
コ
メ
ン
ト
】

包
括
的
所
得
概
念
に
基
づ
け
ば
、
経
済
的
価
値
の
流
入
は
す
べ
て
所
得
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
経
済
的
価
値
の
あ
る
借
家
権
の
消
滅

の
対
価
と
し
て
立
退
料
と
い
う
現
実
の
経
済
的
利
益
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
譲
渡
所
得
と
解
す
る
の
は
相
当
で
あ
ろ
う

(

９)

。

な
お
、
Ｘ
と
と
も
に
立
退
料
を
受
け
取
っ
て
本
件
建
物
か
ら
立
ち
退
い
た
別
の
居
住
者
が
起
こ
し
た
同
内
容
の
訴
訟
に
お
い
て
も
、
裁

判
所
は
本
件
と
同
様
の
判
決
を
下
し
て
い
る

(

大
阪
地
判
昭
和
五
〇
年
四
月
二
四
日
訟
月
二
一
巻
七
号
一
四
一
九
頁)

。

(

２)

東
京
地
裁
昭
和
五
一
年
二
月
一
七
日
判
決

(

�)

【
事
実
の
概
要
】

弁
護
士
業
を
営
む
原
告
Ｘ
が
賃
貸
し
て
い
た
ビ
ル
の
一
室
で
あ
る
事
務
所
に
つ
き
、
貸
主
か
ら
明
渡
を
求
め
ら
れ
、
Ｘ
は
家
屋
明
渡

移
転
補
償
金
名
義
で
一
〇
〇
〇
万
円
を
受
領
し
て
同
物
件
を
明
け
渡
し
た
。
Ｘ
は
、
本
件
補
償
金
は
新
た
に
賃
借
す
る
事
務
所
の
権
利

金
に
あ
て
る
も
の
と
し
て
取
得
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
取
得
は
借
家
権
の
交
換
に
等
し
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
課
税
所
得

と
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。

【
判
旨
】
請
求
棄
却

(

控
訴
審
・
東
京
高
判
昭
和
五
二
年
六
月
二
七
日
訟
月
二
三
巻
六
号
一
二
〇
二
頁
も
同
旨)

。

�

｢

借
家
権
に
対
す
る
借
家
法
の
態
度
は
、
譲
渡
性
よ
り
は
む
し
ろ
居
住
性
の
保
護
に
重
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、

賃
借
人
が
賃
貸
人
に
無
断
で
賃
借
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
承
諾
を
得
れ
ば
譲
渡
す
る

こ
と
が
で
き
、
従
っ
て
、
ま
た
、
右
権
利
の
譲
渡
性
は
社
会
生
活
上
、
一
般
に
金
銭
的
評
価
が
可
能
な
も
の
と
し
て
、
経
済
的
な
価
値

を
有
す
る
も
の
で
あ｣

る
か
ら
、｢

借
家
権
は
所
得
税
法
上
資
産
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る｣

。

�

｢

本
件
補
償
金
は
、
原
告
が
有
し
て
い
た
賃
借
権
を
消
滅
さ
せ
る
対
価
と
し
て
の
性
質
を
有
し
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き｣

で
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有
償
譲
渡
で
あ
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
こ
こ
で
の
問
題
は
、
本
件
借
家
権
が
資
産
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
た
め
、

客
観
的
な
経
済
的
価
値
な
い
し
交
換
価
値
の
有
無
を
肯
定
し
た
表
現
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

(

４)

大
阪
高
裁
昭
和
五
七
年
八
月
二
六
日
判
決

(

�)

【
事
実
の
概
要
】

被
控
訴
人

(

原
告)

Ｘ
は
訴
外
Ａ
ら
の
共
有
に
か
か
る
本
件
農
地
を
農
地
法
三
条
所
定
の
許
可
を
受
け
ず
に
管
理
、
耕
作
し
て
い
た

が
、
Ａ
ら
が
京
都
市
土
地
開
発
公
社
へ
譲
渡
す
る
に
際
し
、
Ａ
ら
か
ら
一
億
円
余
を
受
領
し
た
。
Ｘ
は
当
該
年
度
の
所
得
税
確
定
申
告

に
お
い
て
、
本
件
農
地
に
関
し
て
農
地
法
上
の
許
可
は
得
て
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
未
許
可
の
耕
作
権

(

小
作
権)

を
有
し
て
い
た

も
の
で
あ
り
、
本
件
農
地
売
却
に
伴
っ
て
Ｘ
が
受
け
た
本
件
離
作
料
は
租
税
特
別
措
置
法

(

昭
和
五
〇
年
改
正
前
の
も
の)

三
一
条
に

い
う

｢

土
地
の
上
に
存
す
る
権
利｣

の
譲
渡
に
よ
っ
て
得
た
も
の
で
あ
り
、
同
条
所
定
の
長
期
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例
等
が
適
用
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
申
告
を
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
課
税
庁
は
、
Ｘ
は
農
地
法
三
条
の
許
可
を
得
た
永
小
作
権
な
い
し
賃
借
権
等

を
有
し
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
本
件
農
地
に
つ
い
て

｢

土
地
の
上
に
存
す
る
権
利｣

を
有
し
て
い
た
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
措
置

法
の
適
用
を
認
め
ず
、
通
常
の
譲
渡
所
得
と
し
て
計
算
さ
れ
る
金
額
に
よ
っ
て
更
正
処
分
を
し
た
。

【
判
旨
】
一
部
取
消
、
一
部
棄
却

(

確
定)

。

｢

原
告
の
本
件
耕
作
権
は
農
地
法
所
定
の
許
可
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
…
…
右
許
可
を
条
件
と
し
て
効
力
が
生
ず
る
条
件
付

権
利
で
あ
り
、
し
か
も
経
済
的
価
値
も
認
め
ら
れ
る
う
え
、
…
…
現
に
原
告
は
賃
貸
借
契
約
に
よ
り
既
に
本
件
農
地
の
引
渡
し
を
受
け

て
使
用
収
益
し
、
事
実
上
耕
作
に
必
要
な
農
協
関
係
等
の
名
義
を
変
更
し
長
年
に
亘
っ
て
小
作
料
を
支
払
っ
て
き
て
お
り
、
さ
ら
に
本

件
農
地
の
譲
渡
に
際
し
原
告
の
本
件
耕
作
権
の
解
消
の
対
価
と
し
て
、
正
規
の
離
作
料
と
同
じ
割
合
の
金
員
が
支
払
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
以
上
の
こ
と
を
総
合
す
れ
ば
、
原
告
の
有
す
る
本
件
小
作
権
も
措
置
法
三
一
条
に
い
う

『

土
地
の
上
に
存
す
る
権
利』

に
該
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く
な
く
、
借
家
権
が
付
着
し
た
建
物
お
よ
び
そ
の
敷
地
を
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
第
三
者
に
売
却
す
る
場
合
、
そ
の
代
金
は
借
家
権
等
が

全
く
付
着
し
て
い
な
い
土
地
建
物
の
時
価
よ
り
低
額
と
な
る
の
が
通
常
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、｢

借
家
権
が
社
会
生
活
上
、
一
般

に
、
金
銭
的
評
価
が
可
能
な
も
の
と
し
て
経
済
的
価
値
を
有
し
て
い
る｣

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

【
コ
メ
ン
ト
】

本
判
決
は
、
Ｘ
が
Ａ
か
ら
買
い
受
け
た
本
件
土
地
建
物
を
Ｂ
に
転
売
し
て
得
た
差
益
は
、
Ｘ
が
保
有
し
て
い
た
借
家
権
の
対
価
な
の

か
、
そ
れ
と
も
単
に
本
件
土
地
建
物
自
体
の
対
価
な
の
か
、
と
い
う
点
が
争
わ
れ
た
。
前
者
に
解
せ
ば
、
Ｘ
が
借
家
権
を
保
有
し
て
い

た
間
の
値
上
益
が
Ｂ
へ
の
移
転
の
際
に
実
現
し
た
も
の
と
し
て
長
期
譲
渡
所
得
と
し
て
扱
わ
れ
る
が
、
後
者
と
解
す
る
場
合
に
は
、
Ｘ

が
本
件
土
地
建
物
の
所
有
権
を
Ｂ
に
移
転
し
た
こ
と
に
よ
り
発
生
し
た
所
得
で
あ
る
と
し
て
短
期
譲
渡
所
得
と
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

判
決
は
、
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る

｢
譲
渡｣

に
は
権
利
放
棄
等
に
よ
り
資
産
が
消
滅
す
る
場
合
を
も
含
む
と
述
べ
た
上
で
、
Ｘ
に
生

じ
た
本
件
差
益
が
わ
ず
か
二
日
間
で
実
現
し
た
増
加
益
で
あ
る
と
見
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
全
額
を
借
家
権
の
価
額
と

し
、
前
者
の
見
解
を
支
持
し
た
。

増
加
益
清
算
課
税
説
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
本
判
決
は
、
保
有
期
間
中
に
保
有
者
に
生
じ
た
資
産
の
値
上
益
に
つ
い
て
実
質
的
に
判

断
し
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
妥
当
な
判
断
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

た
だ
し
、
本
判
決
が

｢

有
償
譲
渡
の
可
能
性｣

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
は
、
本
件
借
家
権
が
経
済
的
価
値
を
有
す
る
も
の
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
資
産
該
当
性
を
肯
定
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
譲
渡
が
有
償
で
行
わ
れ
る
こ
と
と
、
資
産
が
有

償
譲
渡
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
別
問
題
で
あ
る
。
前
者
は
、
客
観
的
に
は
経
済
的
価
値
の
な
い
資
産
で
も
当

事
者
間
で
合
意
す
れ
ば
有
償
に
よ
る
譲
渡
が
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
の
問
題
は
、
譲
渡
さ
れ
る
資
産
自
体
が
客
観
的
に

｢

有
償

譲
渡
の
可
能
性｣

が
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
所
得
税
法
三
三
条
一
項
に
い
う

｢

資
産
の
譲
渡｣

は
有
償
・
無
償
を
問
わ

な
い
こ
と
が
判
例
上
確
立
し
て
い
る

(

�)

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
譲
渡
所
得
と
し
て
課
税
す
る
た
め
に
は
必
ず
し
も
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し
よ
う
と
考
え
、
訴
外
会
社
に
対
し
て
五
九
二
万
円
で
同
土
地
の
占
有
使
用
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
の
際
、
Ｘ
は
将
来

そ
の
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
直
ち
に
Ｘ
は
こ
れ
を
訴
外
会
社
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
も
確
約
し
た
。
そ
し
て
Ｘ
は
訴
外
会

社
か
ら
代
金
と
し
て
五
九
二
万
円
を
受
領
し
、
保
証
金
三
八
四
万
円
を
市
に
納
入
し
て
本
件
土
地
の
占
有
使
用
権
を
得
た
う
え
で
、
こ

れ
を
訴
外
会
社
に
譲
渡
し
た
。

【
判
旨
】
上
告
棄
却

(

原
審
・
名
古
屋
高
判
昭
和
四
九
年
九
月
四
日
税
資
七
六
号
四
九
二
頁
、
原
々
審
・
名
古
屋
地
判
昭
和
四
八
年
四

月
九
日
税
資
六
九
号
一
二
〇
九
頁
も
同
旨)

。

｢

本
件
仮
換
地
未
指
定
地
の
占
有
使
用
権
な
る
も
の
は
、
区
画
整
理
事
業
施
行
者
た
る
名
古
屋
市
の
有
す
る
同
土
地
の
管
理
権
に
基

づ
き
上
告
人
が
同
市
か
ら
適
法
に
付
与
さ
れ
た
使
用
収
益
権
を
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
独
立
に
取
引
の
対
象
た
り
う
る
財
産
的
価
値
を

有
し
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
他
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
旧
所
得
税
法

(

昭
和
二
二
年
法
律
第
二
七
号)

九
条
一
項
八

号
に
い
う

『

資
産
の
譲
渡』

に
あ
た
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。｣

【
コ
メ
ン
ト
】

事
実
関
係
は
や
や
特
殊
か
つ
複
雑
で
あ
る
が
、
争
点
は
、
土
地
区
画
整
理
法
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
、
保
証
金
の
納
入
に
よ
る
未
指

定
地
使
用
権
が
、
旧
所
得
税
法
九
条
一
項
八
号
に
い
う

｢

資
産｣

に
該
当
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
未
指
定
地
使
用
権
な
る
も
の

は
、
土
地
区
画
整
理
法
上
違
法
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
譲
渡
し
て
も
資
産
の
譲
渡
に
あ
た
ら
な
い
と
の
Ｘ
の
主
張
に
つ
き
、
判

決
は
、
そ
れ
は
適
法
に
付
与
さ
れ
た
使
用
収
益
権
で
あ
る
と
認
定
し
た
上
で
、｢

独
立
に
取
引
の
対
象
た
り
う
る
財
産
的
価
値
を
有
し

て
い
た
も
の｣

で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
資
産
該
当
性
を
肯
定
し
て
い
る
。
本
判
決
は
、
資
産
と
は
、｢

厳
密
な
意
味
で
法
的
に

完
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
社
会
的
実
態
と
し
て
独
立
に
取
引
の
対
象
と
さ
れ
て
い
れ
ば
足
り
る

(

�)｣

も
の
と

解
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

適
法
か
違
法
か
を
問
わ
ず
、
経
済
的
な
い
し
財
産
的
価
値
さ
え
あ
れ
ば
資
産
に
該
当
す
る
と
の
判
断
は
、
違
法
所
得
の
課
税
に
関
す
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当
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。｣

【
コ
メ
ン
ト
】

本
件
は
上
記

(

１)

な
い
し

(

３)

の
事
案
と
異
な
り
、
未
許
可
耕
作
権
の
資
産
該
当
性
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
に
述
べ

る
よ
う
に
、
本
判
決
と
原
審
判
決
と
で
は
一
部
結
論
を
異
に
す
る
も
の
の
、
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資
産
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、

｢

経
済
的
価
値
が
認
め
ら
れ
る
も
の｣

と
い
う
前
提
を
と
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
経
済
的
価
値
が
認
め
ら
れ
る
権
利

が
他
に
移
転
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る

｢

資
産
の
譲
渡｣

に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
本
件
離
作
料
が
事

実
上
の
利
益
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
雑
所
得
な
い
し
一
時
所
得
で
あ
る
と
の
課
税
庁
の
主
張
を
退
け
て
い
る
。

な
お
、
原
審
の
京
都
地
判
昭
和
五
五
年
一
〇
月
二
四
日

(

行
集
三
一
巻
一
〇
号
二
〇
八
四
頁)

は
、
上
記
の
措
置
法
三
一
条
の
適
用

に
加
え
、
同
法
三
四
条
の
二
の
適
用
に
つ
い
て
も
原
告
・
納
税
者
の
主
張
を
認
め
た
が
、
本
判
決
で
は
前
者
の
主
張
は
認
め
た
も
の
の
、

後
者
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
適
用
を
受
け
る
の
は
Ａ
ら
に
限
ら
れ
、
Ｘ
に
は
適
用
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
そ
の
点
に
つ
い
て
原
審

判
決
を
取
り
消
し
た
。

(

５)

最
高
裁
第
三
小
法
廷
昭
和
五
〇
年
四
月
八
日
判
決

(

�)

【
事
実
の
概
要
】

上
告
人
Ｘ
は
昭
和
三
五
年
ま
で
名
古
屋
市
Ｎ
区
に
お
け
る
土
地
を
借
地
し
、
同
地
上
に
建
物
を
所
有
し
て
青
果
業
を
営
ん
で
い
た
が
、

同
所
が
名
古
屋
市
の
施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
り
道
路
敷
地
と
な
っ
た
た
め
、
そ
の
移
転
先
に
つ
い
て
名
古
屋
市
と
の
間
で

交
渉
し
た
と
こ
ろ
、
Ｘ
が
換
地
処
分
終
了
ま
で
に
相
応
な
代
替
地
を
市
に
提
供
す
れ
ば
、
同
市
の
管
理
す
る
本
件
未
指
定
地

(

本
件
土

地)

に
つ
い
て
Ｘ
の
た
め
に
仮
換
地
指
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
代
替
地
提
供
に
至
る
ま
で
保
証
金
三
八
四
万
円
を
市
に
納

入
す
れ
ば
直
ち
に
本
件
土
地
の
使
用
を
許
す
と
の
確
約
を
得
た
。
Ｘ
は
保
証
金
を
納
入
す
る
こ
と
に
よ
り
本
件
土
地
の
使
用
権
を
取
得
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員
権
に
基
づ
く
権
利
義
務
関
係
を
一
体
の
も
の
と
し
て
、
一
定
の
手
続
に
従
い
自
由
に
第
三
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
、
ゴ
ル
フ
会

員
権
に
基
づ
く
法
律
関
係
か
ら
離
脱
す
る
と
と
も
に
、
投
下
資
本
を
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、｢
本
件
ゴ

ル
フ
会
員
権
の
第
三
者
へ
の
譲
渡
が
所
得
税
法
三
三
条
一
項
に
い
う
資
産
の
譲
渡
に
該
当
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。｣

�

｢

ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
か
ら
の
退
会
に
伴
っ
て
預
託
金
返
還
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
ゴ
ル
フ
場
経
営
会
社
に
対
す
る
金
銭
債

権
の
行
使
に
ほ
か
な
ら
な
い｣

。

�

所
得
税
法
基
本
通
達
三
三
―
一
が
、
所
得
税
法
三
三
条
一
項
に
い
う
資
産
と
は
、
同
条
二
項
各
号
に
規
定
す
る
資
産
お
よ
び
金

銭
債
権
以
外
の
一
切
の
資
産
を
い
う
と
定
め
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、｢

お
よ
そ
金
銭
債
権
の
す
べ
て
を
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資
産

か
ら
除
外
す
る
見
解
は
、
金
銭
債
権
の
譲
渡
に
よ
り
生
じ
る
利
益
な
る
も
の
は
、
そ
の
債
権
の
元
本
の
増
加
益
す
な
わ
ち
キ
ャ
ピ
タ
ル
・

ゲ
イ
ン
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
期
間
利
息
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。｣

【
コ
メ
ン
ト
】

こ
れ
ま
で
見
た
事
案
と
異
な
り
、
本
件
は
、
ゴ
ル
フ
会
員
権
の
譲
渡
損
失
の
扱
い
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
判
決
は
、
本
件
ゴ
ル
フ

会
員
権
が
金
銭
資
産
で
あ
り
、
そ
の
譲
渡
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
は
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
で
は
な
く
期
間
利
息
に
相
当
す
る
こ
と
を

理
由
と
し
て
、
も
し
そ
れ
に
よ
り
差
益
が
生
じ
た
場
合
に
は
雑
所
得
に
該
当
し
、
差
損
が
生
じ
た
場
合
に
は
雑
所
得
上
の
損
失
と
し
て

も
扱
わ
ず
、
所
得
税
の
計
算
上
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
本
件
取
引
に
よ
る
収
益
を
譲
渡
所
得
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
以
上
、
他
の
所
得
と
損
益
通
算
を
認
め
る
所
得
税
法
上
の
規
定
は
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。

本
判
決
は
、
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資
産
の
意
義
に
つ
い
て
、
増
加
益
清
算
課
税
説
を
根
拠
と
し
て

｢

一
般
に
そ
の
経
済
的
価
値

が
認
め
ら
れ
て
取
引
の
対
象
と
さ
れ
、
資
産
の
増
加
益
の
発
生
が
見
込
ま
れ
る
よ
う
な
す
べ
て
の
資
産
を
含
む｣

と
の
基
準
を
打
ち
立

て
つ
つ
も
、
問
題
と
な
っ
た
本
件
ゴ
ル
フ
会
員
権
が
金
銭
債
権
に
あ
た
る
こ
と
を
理
由
と
し
て

(

�)

、
所
得
税
法
基
本
通
達
と
同
様
の
解
釈

に
よ
り
、
そ
の
移
転
に
よ
る
差
損
を
譲
渡
損
失
と
は
認
め
な
か
っ
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
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る
判
例

(

�)

の
立
場
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

(
６)
名
古
屋
地
裁
平
成
一
七
年
七
月
二
七
日
判
決

(

�)

【
事
実
の
概
要
】

原
告
Ｘ
は
、
訴
外
株
式
会
社
Ａ
が
経
営
す
る
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
の
会
員
権

(

本
件
ゴ
ル
フ
会
員
権)

を
五
〇
〇
万
円
で
購
入
し
、
あ
わ

せ
て
斡
旋
手
数
料
一
〇
万
円
を
支
払
っ
た
。
ま
た
Ｘ
は
、
Ａ
に
対
し
名
義
書
換
料
五
〇
万
円
を
支
払
い
、
本
件
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
の
会
員

た
る
地
位
を
取
得
し
た
。
本
件
ゴ
ル
フ
会
員
権
に
つ
い
て
は
、
入
会
金
を
納
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
会
員
た
る
地
位
を
取
得
す
る
が
、

そ
の
入
会
金
は
、
預
託
金
と
し
て
払
い
込
み
の
時
か
ら
一
〇
年
間
、
無
利
息
で
据
え
置
か
れ
、
そ
の
後
そ
の
会
員
が
退
会
す
る
際
に
Ａ

か
ら
返
還
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
一
方
、
会
員
は
、
退
会
し
な
く
て
も
所
定
の
手
続
を
踏
む
こ
と
に
よ
り
、
会
員
た
る
資
格
を

他
の
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

Ｘ
は
平
成
一
四
年
、
本
件
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
お
よ
び
Ａ
に
対
し
会
員
退
会
届
を
提
出
し
、
預
託
金
と
し
て
一
五
〇
万
円
の
返
還
を
受
け

た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
本
件
ゴ
ル
フ
会
員
権
の
取
得
に
要
し
た
五
六
〇
万
円
か
ら
、
預
託
金
と
し
て
返
還
さ
れ
た
一
五
〇
万
円
を
控
除

し
た
差
額
四
一
〇
万
円
が
、
長
期
譲
渡
所
得
上
の
損
失
に
あ
た
る
と
し
て
、
他
の
所
得
金
額
と
損
益
通
算
し
、
平
成
一
五
年
分
の
所
得

税
の
確
定
申
告
を
し
た
。

【
判
旨
】
請
求
棄
却

(

控
訴)

。

�

最
三
判
昭
和
四
七
年
一
二
月
二
六
日
判
決

(

民
集
二
六
巻
一
〇
号
二
〇
八
三
頁)

を
引
用
し
て
、｢

こ
の
よ
う
な
譲
渡
所
得
に

対
す
る
課
税
の
趣
旨
に
か
ん
が
み
る
と
、
同
法
三
三
条
一
項
に
い
う

『
資
産』

と
は
、
一
般
に
そ
の
経
済
的
価
値
が
認
め
ら
れ
て
取
引

の
対
象
と
さ
れ
、
資
産
の
増
加
益
の
発
生
が
見
込
ま
れ
る
よ
う
な
す
べ
て
の
資
産
を
含
む
と
解
さ
れ｣

る
。

�

本
件
ゴ
ル
フ
会
員
権
の
所
有
者
で
あ
る
会
員
は
、
預
託
金
の
据
置
期
間
が
経
過
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
ゴ
ル
フ
会

論 説
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か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
価
値
が
事
後
的
に
失
わ
れ
た
時
点
で
譲
渡
し
た
場
合
、
そ
れ
が

｢

経
済
的
価
値
が
な
い｣

こ
と
を
理
由
と
し
て
資

産
性
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
掲
千
葉
地
判
は
、
Ｘ
が
取
得
し
た
当
初
は
経
済
的
価
値
の
あ
っ
た
資
産
が
事
後
的

に
そ
の
価
値
を
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
譲
渡
は
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る

｢

資
産｣

に
該
当
し
な
い
と
判
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
論
理
を
一
般
化
す
れ
ば
、
譲
渡
時
点
で
経
済
的
価
値
の
な
い
資
産
は
、
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資
産
か
ら
す
べ
て
除
外

さ
れ
る
こ
と
に
な
る

(

�)

。

こ
の
理
解
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
る
。
①
所
得
税
法
基
本
通
達
三
三
―
一
は
、
譲
渡
所
得
と
は
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・

ゲ
イ
ン
の
う
ち
資
産
所
有
者
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
外
的
要
因
に
よ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
譲
渡
所
得
を
生

ず
る
資
産
が
所
得
税
法
三
三
条
一
項
に
い
う
資
産
に
該
当
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
理
解
を
前
提
と
し
て
、
同
条
二
項
の
規
定

に
よ
る
資
産
の
譲
渡
に
よ
る
所
得
か
ら
除
か
れ
る
資
産
以
外
の
資
産
お
よ
び
金
銭
債
権
以
外
の
一
切
の
資
産
を
い
う
も
の
と
し
て
い
る
。

・
・
・
・
・

こ
の
よ
う
に
、
所
得
税
法
三
三
条
自
体
は
か
な
り
広
範
な
資
産
概
念
を
示
し
て
い
る
の
に
、
損
失
の
扱
い
に
関
し
て
の
み
限
定
的
な
理

解
が
展
開
さ
れ
る
根
拠
は
何
か
。
②
そ
の
根
拠
と
し
て
、
前
掲
千
葉
地
判
は
増
加
益
清
算
課
税
説
を
引
用
し
て
い
る
が
、
同
説
は
資
産

概
念
を
定
義
す
る
ほ
ど
の
機
能
を
有
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

と
り
わ
け
増
加
益
清
算
課
税
説
に
対
し
て
は
、
資
産
の
譲
渡
を
機
会
と
し
て
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
を
清
算
し
て
課
税
す
る
の
は
、

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税
の
本
質
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
を
そ
の
発
生
時
点
に
お
い
て
課
税
す
る
た
め
の

便
宜
的
で
は
あ
る
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
一
体
的
な
課
税
制
度
の
一
部
分
要
素
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
有
力
な
批
判
が
あ

(

�)

る

(

�)

。
こ
の
こ
と

を
敷
衍
す
れ
ば
、
増
加
益
清
算
課
税
説
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
の
は
、
譲
渡
所
得
が
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
で
あ
り
、
保
有
期
間
中
の

値
上
益
を
清
算
す
る
の
が
そ
の
課
税
の
趣
旨
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
を
越
え
て
、
同
説
を
根
拠
と
し
て
資
産
の
範
囲

を
画
定
す
る
と
い
う
機
能
ま
で
は
備
わ
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
な
ら
び
に
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
課
税
、
お
よ
び
そ
の
基
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(

三)

検

討

譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資
産
に
つ
い
て
、
金
銭
的
価
値
の
あ
る
も
の
、
あ
る
い
は
財
産
的
な
い
し
経
済
的
価
値
の
あ
る
も
の
と
の

理
解
が
確
立
し
て
い
る
理
由
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
所
得
税
法
三
三
条
二
項
が
た
な
卸
資

産
お
よ
び
準
た
な
卸
資
産

(

一
号)

な
ら
び
に
山
林

(

二
号)

を
資
産
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
の
み
で
、
法
律
上
は
広
い
資
産
概
念
を

有
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
、
②
会
計
学
上
の
財
産
法
的
計
算
の
立
場
か
ら
、
交
換
価
値
の
あ
る
財
産
権
を
資
産
と
し
て
理
解
し
、

換
金
ま
た
は
換
価
処
分
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
は
資
産
で
は
な
い
と
す
る
見
解
や
、
損
益
法
的

(

成
果
計
算
的)

計
算
の
立
場
か

ら
、
使
用
価
値
、
す
な
わ
ち
用
益
可
能
性
の
あ
る
も
の
を
資
産
と
し
て
と
ら
え
る
立
場
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と

(

�)

な
ど
で
あ
る
。

こ
う
し
た
理
解
に
対
し
て
は
特
段
の
疑
問
も
な
し
に
、
前
記
の
よ
う
に
裁
判
例
も
同
様
の
理
解
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

反
対
解
釈
と
し
て
、
経
済
的
価
値
の
な
い
も
の
は
当
然
に｢

資
産｣

の
範
囲
か
ら
除
か
れ
る
の
か
、
と
の
疑
問
が
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
、

前
記

(

二)

で
概
観
し
た
裁
判
例
は
、(
６)

を
除
き
す
べ
て

｢

資
産｣

の
移
転
に
よ
り
所
得
が
実
現
し
た
こ
と
に
よ
り
譲
渡
所
得
と

し
て
課
税
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
の
に
対
し
、
前
掲
千
葉
地
判
お
よ
び
前
記

(

二)
(

６)
(

名
古
屋
地
判
平

成
一
七
年)

は
、
発
生
し
た
損
失
の
扱
い
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
に
関
し
て
は
、
譲
渡
所
得
と
し
て
課
税
す
る
た
め
に
は

｢

経

済
的
価
値
の
あ
る
も
の｣

が
譲
渡
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
譲
渡
時
点
で
経
済
的
価
値
の
な
い
も
の
を
譲
渡
し

て
も
譲
渡
益
は
発
生
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
所
得
を
譲
渡
所
得
と
し
て
課
税
す
る
た
め
に
、
譲
渡
さ
れ
た
資
産
が

所
得
税
法
三
三
条
一
項
に
い
う

｢

資
産｣

に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
考
え
る
場
面
で
は
、
譲
渡
所
得
が
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
で
あ
る

こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
を
生
じ
る
資
産
が
対
象
に
な
る
の
で
、
そ
れ
は

｢

経
済
的
価
値
の
あ
る
も
の｣

と
の
理
解
に
行
き
着
く
の

は
理
論
的
必
然
で
あ
る
。
な
お
、｢

経
済
的
価
値
の
な
い
も
の｣

が
有
償
譲
渡
さ
れ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
う
す
る
こ
と

に
経
済
的
合
理
性
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
は
租
税
回
避
と
し
て
否
認
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
後
者
の
よ
う
に
損
失
が
問
題
と
な
る
場
面
に
お
い
て
、
当
初
は

｢
経
済
的
価
値
の
あ
る｣

資
産
を
保
有
し
て
い
た
に
も
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か
に
よ
っ
て
、
課
税
上
の
取
扱
い
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
譲
渡
さ
れ
た
資
産
が
一
二
二
一
条
に
お
け
る

｢

資
本

資
産｣

に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

(

二)
｢

資
本
資
産｣

を
め
ぐ
る
変
遷

(

１)

制
定
法
上
の
要
件
の
変
遷

前
述
の
よ
う
に
、
あ
る
所
得
な
い
し
損
失
が
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
な
い
し
ロ
ス
と
さ
れ
る
か
、
通
常
所
得
な
い
し
損
失
と
扱
わ
れ

る
か
の
重
要
な
判
断
要
素
の
一
つ
は
、
譲
渡
さ
れ
た
資
産
がIR

C
1221

条
に
い
う

｢

資
本
資
産｣

に
該
当
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る

(

�)

。

こ
の
点
、
同
条

(

ａ)

は
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

｢『

資
本
資
産』

と
は
、
納
税
者
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
た
財
産

(

納
税
者
の
営
業
ま
た
は
事
業
と
関
連
す
る
か
否
か
は
問
わ
な
い)

を
い
う
。
た
だ
し
、
以
下
の
も
の
を
除
く
。

�

納
税
者
の
営
業
上
の
在
庫
そ
の
他
課
税
年
度
末
に
納
税
者
の
手
中
に
あ
っ
た
な
ら
ば
納
税
者
の
た
な
卸
資
産
に
含
め
ら
れ

る
の
が
適
切
で
あ
る
種
類
の
財
産
、
ま
た
は
納
税
者
が
主
と
し
て
営
業
ま
た
は
事
業
の
通
常
の
過
程
に
お
い
て
顧
客
に
対
し

て
販
売
す
る
目
的
で
保
有
し
て
い
る
財
産

�

納
税
者
の
営
業
上
の
用
に
供
さ
れ
て
お
り
、
第
一
六
七
条
に
定
め
る
減
価
償
却
資
産
と
し
て
控
除
が
認
め
ら
れ
る
性
質
の

財
産
、
ま
た
は
納
税
者
の
営
業
ま
た
は
事
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
不
動
産

�

著
作
権
、
文
学
的
、
音
楽
的
も
し
く
は
芸
術
的
作
品
、
書
簡
も
し
く
は
覚
書
、
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
、
以
下

の
者
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
保
有
さ
れ
て
い
る
も
の

(

Ａ)

当
該
財
産
を
個
人
的
労
力
に
よ
っ
て
製
作
し
た
者

(

Ｂ)

書
簡
、
覚
書
、
そ
の
他
類
似
の
も
の
の
場
合
、
当
該
財
産
を
作
成
な
い
し
製
作
し
た
者
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因
と
な
る

｢

資
本
資
産｣

概
念
に
つ
い
て
次
章
で
検
討
し
よ
う
。

二

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

｢

資
本
資
産｣

概
念

(

一)

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
お
よ
び
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
課
税
の
概
要

Ｉ
Ｒ
Ｃ
は
一
二
二
一
条
に
お
い
て｢

資
本
資
産｣

(capitalassets)

を
定
義
し
、
そ
の
売
買
ま
た
は
交
換(sales

or
exchange)

に
よ
り
実
現
し
た
所
得
な
い
し
損
失
が
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
ま
た
は
ロ
ス
と
し
て
課
税
さ
れ
る
と
定
め
て
い
る

(IR
C
§
1222)

。

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
な
い
し
ロ
ス
と
認
め
ら
れ
な
い
所
得
な
い
し
損
失
は
、
通
常
所
得
な
い
し
損
失

(ordinary
incom

e
or

loss)

と
し
て
扱
わ
れ
る

(

�)

。

そ
の
課
税
上
の
取
扱
い
を
概
説
す
る
と
、
ま
ず
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
ま
た
は
ロ
ス
は
、
保
有
期
間
が
一
年
超
で
あ
る
か
否
か
に

応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
長
期
と
短
期
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
相
殺
し
、
長
期
純
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
ま
た
は
ロ
ス
お
よ
び
短
期
純
キ
ャ

ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
ま
た
は
ロ
ス
を
算
定
す
る

(IR
C
§
1222)

。
次
に
、
長
期
純
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
ま
た
は
ロ
ス
お
よ
び
短
期
純

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
ま
た
は
ロ
ス
を
相
殺
す
る
。
そ
こ
で
、
長
期
純
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
が
残
れ
ば
、
純
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン

と
し
て
軽
減
税
率
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
る

(IR
C
§
§
1222

(11),
1
(h))

。
他
方
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
が
残
る
場
合
、
非

法
人
納
税
者
に
つ
い
て
は
、
三
〇
〇
〇
ド
ル

(

夫
婦
個
別
申
告
の
場
合
に
は
一
五
〇
〇
ド
ル)

ま
で
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
を
通
常
所

得
と
通
算
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る

(IR
C
§
1211

(b))
。
た
だ
し
、
短
期
純
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
と
長
期
純
キ
ャ
ピ
タ
ル
・

ロ
ス
の
両
者
を
有
す
る
場
合
に
は
、
短
期
純
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
を
優
先
し
て
通
常
所
得
と
相
殺
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
相

殺
し
き
れ
な
か
っ
た
損
失
は
、
非
法
人
納
税
者
の
場
合
、
無
期
限
の
繰
越
控
除
が
認
め
ら
れ
る

(IR
C
§
1212

(b))

。

こ
の
よ
う
に
、
あ
る
利
得
ま
た
は
損
失
が
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
ま
た
は
ロ
ス
と
な
る
か
、
通
常
所
得
ま
た
は
損
失
の
範
疇
に
入
る
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資
本
資
産
の
定
義
規
定
が
お
か
れ
た
の
は
、
一
九
二
一
年
歳
入
法
が
最
初
で
あ
る

(

�)

。
こ
の
定
義
に
よ
る
と
、
資
本
資
産
と
は
、｢

納

税
者
が
、
利
益
の
獲
得
ま
た
は
投
資
を
目
的
と
し
て
取
得
し
、
か
つ
、
二
年
超
の
期
間
保
有
し
て
い
る
財
産｣

を
い
い
、｢
営
業
ま
た

は
事
業
に
関
連
す
る
か
否
か
は
問
わ
な
い｣

が
、｢

納
税
者
ま
た
は
そ
の
家
族
の
私
的
用
途
な
い
し
消
費
の
た
め
に
保
有
す
る
財
産｣

お
よ
び

｢

納
税
者
の
営
業
上
の
在
庫
そ
の
他
課
税
年
度
末
に
納
税
者
の
手
中
に
あ
っ
た
な
ら
ば
納
税
者
の
た
な
卸
資
産
に
含
め
ら
れ
る

の
が
適
切
で
あ
る
種
類
の
財
産｣

は
除
外
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
後
、
こ
の
定
義
は
幾
度
も
の
変
更
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
①
一
九
二
四
年
歳
入
法
で
は
、｢

利
益
の
獲
得
ま
た
は
投
資
を
目
的
と
し
て｣

と
の
要
件
が
削
除
さ
れ
、
適
用
除
外
要
件
で

あ
っ
た

｢

納
税
者
ま
た
は
そ
の
家
族
の
私
的
用
途
な
い
し
消
費
の
た
め
に
保
有
す
る
財
産｣

と
の
要
件
が
削
除
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
財

産
も
適
用
対
象
と
な
っ
た
。
ま
た
、
②
資
本
資
産
か
ら
除
外
さ
れ
る
資
産
と
し
て
、｢

納
税
者
が
主
と
し
て
営
業
ま
た
は
事
業
の
過
程

に
お
い
て
販
売
目
的
で
保
有
し
て
い
る
財
産｣

が
追
加
さ
れ
た
。
こ
の
要
件
は
、
③
一
九
三
四
年
歳
入
法
に
よ
り
、｢

顧
客
に
対
し｣

お
よ
び

｢

通
常
の｣

と
い
う
文
言
が
追
加
さ
れ
、｢

納
税
者
が
主
と
し
て
営
業
ま
た
は
事
業
の
通
常
の
過
程
に
お
い
て
顧
客
に
対
し
て

販
売
す
る
目
的
で
保
有
し
て
い
る
財
産｣

と
改
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
同
法
は
、
④

｢

保
有
期
間
二
年
超｣

と
い
う
要
件
を
削
除
し
、

｢

納
税
者
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
て
い
る
財
産｣

と
変
更
し
た
。
⑤
一
九
三
八
年
歳
入
法
で
は
、
減
価
償
却
資
産
が
除
外
資
産
に
加
え
ら

れ
た
。
⑥
一
九
四
一
年
歳
入
法
で
は
、
短
期
割
引
公
債
が
除
外
資
産
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
⑦
一
九
八
一
年
歳
入
法

に
よ
り
削
除
さ
れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
資
本
資
産
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
⑧
一
九
四
二
年
歳
入
法
は
、｢

営
業
ま
た
は
事
業
の
用
に

供
さ
れ
て
い
る
不
動
産｣

を
除
外
資
産
に
追
加
し
た
。
⑨
一
九
五
〇
年
歳
入
法
は
、｢

著
作
権
、
文
学
的
、
音
楽
的
も
し
く
は
芸
術
的

作
品
、
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の｣

を
追
加
し
、
⑩
そ
の
後
、
一
九
六
九
年
歳
入
法
が
こ
れ
に

｢

書
簡
ま
た
は
覚
書｣

を
追
加
し

て
い
る
。
⑪
一
九
五
四
年
内
国
歳
入
法
典
は
、
た
な
卸
資
産
の
売
却
ま
た
は
役
務
の
提
供
に
よ
り
納
税
者
が
取
得
し
た
売
掛
金
ま
た
は

受
取
手
形
を
資
本
資
産
の
定
義
か
ら
除
外
し
、
⑫
一
九
七
六
年
法
は
、｢

合
衆
国
政
府
ま
た
は
そ
の
機
関
か
ら
受
領
し
た
も
の
で
、
以
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(

Ｃ)

売
買
ま
た
は
交
換
に
よ
る
利
得
を
算
定
す
る
た
め
に
、(

Ａ)

ま
た
は

(

Ｂ)

号
に
定
め
ら
れ
た
者
の
手
中
に
あ
る
と

き
の
当
該
財
産
の
取
得
価
額
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
参
照
し
て
、
当
該
財
産
の
取
得
価
額
が
決
め
ら
れ
る
者

�

役
務
の
提
供
ま
た
は
第
一
項
に
定
め
る
財
産
の
売
買
に
よ
り
、
営
業
ま
た
は
事
業
の
通
常
の
過
程
に
お
い
て
取
得
し
た
売

掛
金
ま
た
は
受
取
手
形

�

合
衆
国
政
府
ま
た
は
そ
の
機
関
か
ら
受
領
し
た
も
の
で
、
以
下
の
者
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
保
有
さ
れ
て
い
る
合
衆
国
政
府

の
刊
行
物

(
議
会
記
録
を
含
む)

。
た
だ
し
、
一
般
に
販
売
さ
れ
る
価
格
で
購
入
し
た
も
の
を
除
く
。

(

Ａ)

当
該
刊
行
物
を
そ
の
よ
う
に
受
領
し
た
者

(

Ｂ)

売
買
ま
た
は
交
換
に
よ
る
利
得
を
算
定
す
る
た
め
に
、(

Ａ)

号
に
定
め
ら
れ
た
者
の
手
中
に
あ
る
と
き
の
当
該
刊
行

物
の
取
得
価
額
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
参
照
し
て
、
当
該
刊
行
物
の
取
得
価
額
が
決
め
ら
れ
る
者

�

商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
り
保
有
さ
れ
て
い
る
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
金
融
証
券
。
た
だ
し
、
以
下
の
場
合

を
除
く
。

(

Ａ)

税
務
署
長
が
、
当
該
証
券
が
当
該
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
デ
ィ
ー
ラ
ー
と
し
て
の
活
動
と
無
関
係
で
あ
る
と
認
め
た
も
の

(

Ｂ)

当
該
証
券
が
取
得
さ
れ
、
有
効
と
さ
れ
、
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
日
が
終
了
す
る
前
に

(

ま
た
は
税
務
署
長
が
規
則
に

基
づ
き
定
め
た
別
の
時
期)

、(

Ａ)

号
に
定
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
当
該
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
記
録
に
お
い
て
明
確
に
特
定

さ
れ
る
証
券

�

そ
れ
が
取
得
さ
れ
、
有
効
と
さ
れ
、
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
日
が
終
了
す
る
前
に

(

ま
た
は
税
務
署
長
が
規
則
に
基
づ
き
定

め
た
別
の
時
期)

、
明
確
に
特
定
さ
れ
た
ヘ
ッ
ジ
取
引

�

営
業
ま
た
は
事
業
の
通
常
の
過
程
に
お
い
て
通
常
使
用
さ
れ
ま
た
は
消
費
さ
れ
る
種
類
の
必
需
品｣
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そ
の
著
作
物
は
資
本
資
産
と
し
て
扱
わ
れ
、
著
作
権
料
契
約
を
結
ん
で
著
作
権
を
得
る
場
合
に
は
通
常
所
得
と
扱
わ
れ
る
と
の
税
務
取

扱
回
答
に
し
た
が
い
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
は
そ
の
著
作
物
を
、
原
稿
完
成
か
ら
実
際
の
売
却
ま
で
間
を
お
き
、
原
稿
売
買
契
約
に
基
づ

い
て
出
版
社
に
売
却
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
有
利
な
税
率
の
適
用
を
受
け
た
と
い
う
事
件
に
端
を
発
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
租
税
回
避
行
為
へ
の
対
応
策
と
し
て
と
ら
れ
た
改
正
で
あ
る

(

�)

。
ま
た
、
⑩
の
改
正
は
、
書
簡
、
覚
書
な
ど
も
⑨

の
改
正
で
追
加
さ
れ
た
文
学
的
ま
た
は
芸
術
的
作
品
と
本
質
的
に
異
な
ら
な
い
、
納
税
者
自
身
の
創
造
物
で
あ
る
た
め
、
税
務
上
の
取

扱
も
同
一
に
す
べ
き
と
の
配
慮
に
基
づ
い
て
い
る

(

�)

。
一
九
五
四
年
内
国
歳
入
法
典
に
よ
る
⑪
の
改
正
は
、
納
税
者
に
よ
り
当
初
所
得
に

算
入
さ
れ
た
売
掛
金
ま
た
は
受
取
手
形
の
第
三
者
に
対
す
る
売
却
は
、
そ
れ
ら
の
デ
ィ
ー
ラ
ー
で
な
い
限
り
、
実
質
的
に
貸
倒
れ
に
等

し
く
通
常
所
得
と
し
て
取
り
扱
う
の
が
妥
当
で
あ
る
と
の
考
慮
に
よ
る
も
の
で
あ
る

(

�)

。
⑫
に
つ
い
て
は
、
納
税
者
が
無
料
ま
た
は
低
額

で
受
領
し
た
合
衆
国
政
府
の
刊
行
物
を
慈
善
団
体
に
寄
贈
す
る
と
、
そ
の
時
価
相
当
額
を
慈
善
寄
附
控
除
額
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
こ
と
に
対
処
す
る
改
正
で
あ
る

(

�)

。

(

２)

判
例
法

上
で
見
た
よ
う
に
、
制
定
法
の
文
言
上
は
、
資
本
資
産
と
は
、
一
二
二
一
条
に
定
め
る
除
外
資
産
に
該
当
し
な
い
限
り
、｢

納
税
者

に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
た
財
産｣

を
広
く
含
む
概
念
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
概
念
は
、
判
例
法
に
よ
り
そ
の
範
囲
を
か
な
り
限

定
さ
れ
て
い
る
。

判
例
法
は
一
貫
し
て
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
に
対
す
る
優
遇
措
置
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、｢

資
本
資
産｣

の

｢

売
買
ま
た

は
交
換｣

で
あ
る
こ
と
を
要
し
、｢

資
本
資
産｣

の
要
件
は
税
法
に
よ
り
創
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
の
解
釈
は
限
定
的
に

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

(

�)

。
す
な
わ
ち
、｢

資
本
資
産｣

の
語
は
、
連
邦
議
会
が
キ
ャ
ピ
タ
ル
・

ゲ
イ
ン
課
税
の
扱
い
を
認
め
た
の
は
、
相
当
の
期
間
を
経
て
発
生
し
た
価
値
の
値
上
が
り
の
実
現
が
典
型
的
に
か
か
わ
る
よ
う
な
状
況
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下
の
者
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
保
有
さ
れ
て
い
る
合
衆
国
政
府
の
刊
行
物

(

議
会
記
録
を
含
む)

。
た
だ
し
、
一
般
に
販
売
さ
れ
る
価
格

で
購
入
し
た
も
の
を
除
く｣

と
い
う
要
件
を
追
加
し
た
。
ま
た
、
⑬
一
九
九
九
年
雇
用
創
出
お
よ
び
労
働
意
欲
改
善
法

(T
icket
to

W
ork
and
W
ork
Incentives

Im
provem

ent
A
ct
of
1999)

に
お
い
て
、
現
行
法
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の

｢

商
品
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
金
融
証
券｣

、｢

ヘ
ッ
ジ
取
引｣

お
よ
び

｢

必
需
品｣

が
除
外
資
産
に
追
加
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
法
改
正
で
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
改
正
理
由
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
記
①
の
改
正
に
際
し
、
上
記
要
件
の
削
除
の
理
由

と
し
て
、
上
院
財
務
委
員
会
は
、
居
宅
を
売
却
し
た
納
税
者
に
対
し
て
も
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
優
遇
措
置
の
適
用
が
あ
る
よ
う
に
す

る
こ
と
と
説
明
し
て
い
る

(
�)
。
ま
た
、
②
の
要
件
追
加
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
確
認
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

③
の
追
加
の
趣
旨
は
、
証
券
の
デ
ィ
ー
ラ
ー
と
区
別
し
て
、
証
券
の
ト
レ
ー
ダ
ー
の
租
税
回
避
を
防
止
す
る
た
め
に
、
ト
レ
ー
ダ
ー
に

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
優
遇
措
置
お
よ
び
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
冷
遇
措
置
を
適
用
す
る
こ
と
に
あ
っ
た

(

�)

。
④
の
改
正
は
、
保
有
期
間
二

年
超
と
い
う
画
一
的
な
形
式
基
準
に
よ
り
、
節
税
の
目
的
で
、
一
方
に
お
い
て
は
、
利
益
の
出
る
処
分
を
わ
ざ
と
要
件
期
間
満
了
後
ま

で
延
引
さ
せ
る
原
因
と
な
り
、
他
方
に
お
い
て
は
、
損
失
の
出
る
処
分
を
わ
ざ
と
要
件
期
間
満
了
前
に
急
が
せ
る
原
因
と
な
っ
て
い
る

と
い
う
欠
陥
を
克
服
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

(

	)

。
⑤
の
改
正
は
、
一
九
三
四
年
歳
入
法
が
法
人
納
税
者
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
・

ロ
ス
に
つ
い
て
も
控
除
制
限
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
営
業
ま
た
は
事
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
機
械
等
の
減
価
償

却
資
産
の
売
却
ま
た
は
交
換
か
ら
生
ず
る
ロ
ス
の
場
合
、
特
に
過
酷
な
結
果
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
と
の
批
判
に
対
処
す
る
た
め
の
も
の

で
あ
っ
た

(


)

。
⑥
お
よ
び
⑦
の
追
加

(

�)

お
よ
び
削
除

(

�)

に
つ
い
て
は
、
短
期
割
引
債
の
取
扱
い
の
簡
素
化
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
発
生
し
た
租
税

回
避
を
防
止
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
⑧
の
改
正
は
、
例
え
ば
事
業
用
減
価
償
却
資
産
と
し
て
資
本
資
産
と
し
て
扱
わ
れ
る
工
場
と
、

そ
の
よ
う
な
資
産
と
し
て
は
扱
わ
れ
な
い
敷
地
と
を
共
に
売
却
し
た
場
合
の
売
買
価
格
の
配
分
に
実
務
上
の
難
問
が
生
じ
て
お
り
、
そ

れ
を
解
決
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

(

)

。
一
九
五
〇
年
に
行
わ
れ
た
⑨
の
改
正
は
、
俗
に
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
改

正
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
職
業
的
著
作
者
で
な
い
著
作
者
が
最
低
六
ヶ
月
間
保
有
し
た
後
に
そ
れ
を
売
却
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
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と
構
成
す
る
理
論
に
よ
る
制
限

(

�)

過
去
に
お
い
て
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
と
し
て
受
領
し
た
も
の
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
も

の
と
し
て
今
日
支
払
っ
た
も
の
は
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
と
な
り
、
そ
の
支
払
行
為
は
資
本
資
産
の
売
却
ま
た
は
交
換
の
よ
う
な
取
引
行

為
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
原
理
で
あ
る
。

(

三)

無
価
値
化
証
券
条
項

資
本
資
産
で
あ
る
有
価
証
券

(security (

�))

が
無
価
値

(w
orthless)

と
な
っ
た
場
合
、
そ
れ
に
よ
り
生
じ
る
損
失
は
キ
ャ
ピ
タ

ル
・
ロ
ス
と
し
て
扱
わ
れ
る(IR

C
§
165
(g)

(1))

。
こ
の
規
定
は
、
一
九
三
八
年
歳
入
法
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
趣
旨
は
、

保
有
し
て
い
る
有
価
証
券
が
無
価
値
化
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る

｢

評
価
損
失｣

は
非
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス

(

通
常
損
失)

と
し
て
全

額
控
除
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
そ
の
よ
う
な
証
券
の
売
却
ま
た
は
交
換
か
ら
生
じ
た

｢

処
分
損
失｣

は
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ

ス
と
し
て
控
除
制
限
に
服
し
て
い
た
、
従
来
の
制
度
の
下
で
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
解
決
す
る
た
め
に
、
価
値
化
し
た
証
券
を
他
に
処
分

せ
ず
に
保
有
し
続
け
て
い
る
納
税
者
と
そ
の
よ
う
な
証
券
を
他
に
処
分
し
た
納
税
者
と
の
間
の
区
別
を
な
く
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
さ
れ

て
い
る

(

�)

。

な
お
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
変
遷
が
あ
る
が
、
前
記
の
通
り
、
現
行
法
上
は
、
三
〇
〇
〇
ド
ル
を
限
度
と

す
る
通
常
所
得
と
の
通
算

(IR
C
§
1211

(b))

お
よ
び
次
年
度
以
降
、
無
期
限
の
繰
延
控
除
が
認
め
ら
れ
て
い
る

(IR
C
§
1212

(b))

。

(

四)

小

括

本
章
で
検
討
し
た
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

｢

資
本
資
産｣

概
念
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
制
定
法
の
改
正
経
緯
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
一
二
二
一
条
の
資
本
資
産
の
定
義
は
、
租
税
回
避
や
税
務
取
扱
上
の
問
題
な
ど
、
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に
限
定
さ
れ
る
と
の
趣
旨
に
沿
う
よ
う
に
限
定
的
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず

(

�)

、
他
方
、
そ
こ
か
ら
除
外
さ
れ
る
資
産
の
要
件
は
、

議
会
の
基
本
方
針
を
実
現
す
る
よ
う
に
広
く
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

�)

と
さ
れ
て
い
る
。

判
例
法
が
示
し
た
資
本
資
産
の
限
定
の
態
様
を
整
理
す
る
と
、
次
の
五
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

(

�)

。

①

｢
資
本
資
産
の
内
包
論

(scope
of
term

)｣

に
よ
る
制
限

(

�)

資
本
資
産
と
は
、
連
邦
議
会
が
特
に
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン

優
遇
措
置
を
付
与
す
べ
き
も
の
と
し
た
目
的
に
適
合
す
る
よ
う
に
狭
く
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
立
場
か
ら
、
た
と
え
明
文
上
の
適

用
除
外
資
産
に
該
当
し
な
い
資
産
で
あ
っ
て
も
な
お
適
用
除
外
資
産
と
す
べ
き
資
産
が
あ
る
、
と
の
原
理
で
あ
る
。

②

｢C
orn
P
roducts

原
理(C

orn
P
roducts

doctrine)｣

に
よ
る
制
限

こ
れ
は
、C

orn
P
roducts

R
efining

C
o.v.

C
om
m
issioner (

�)

に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
原
理
で
あ
り
、
た
と
え
明
文
上
の
適
用
除
外
資
産
に
該
当
し
な
く
て
も
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ

イ
ン
お
よ
び
ロ
ス
課
税
制
度
の
立
法
趣
旨
か
ら
し
て
、
な
お
適
用
除
外
資
産
に
該
当
す
る
場
合
が
あ
る
の
で
あ
り
、
同
事
案
に
お
け
る

先
物
契
約
の
よ
う
に
日
常
事
業
活
動
と
密
接
不
可
分
の
役
割
を
演
ず
る
資
産
は
資
本
資
産
に
該
当
し
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

原
理
は
、
納
税
者
の
資
産
の
保
有
目
的
と
い
う
主
観
的
要
素
に
着
目
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る

(

	)

。

③

｢

人
的
役
務
か
ら
の
所
得

(incom
e
from

personal
services)｣

は
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
で
は
な
い｣

と
す
る
理
論
に

よ
る
制
限

(


)

将
来
の
人
的
役
務
の
提
供
を
約
す
る
契
約
は
資
本
資
産
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
契
約
の
移
転
の
対
価
ま
た
は
そ

の
よ
う
な
契
約
の
解
除
の
対
価
は
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
で
は
な
い
と
す
る
原
理
で
あ
る
。

④

｢

通
常
所
得
の
代
替
物

(substitute
for
ordinary

incom
e)

は
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
で
は
な
い｣

と
す
る
理
論
に
よ

る
制
限

(

�)

本
来
予
定
さ
れ
て
い
た
と
お
り
に
受
領
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
通
常
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
支
払
い
で
あ

れ
ば
、
た
と
え
そ
の
支
払
い
を
受
け
る
権
利

(

一
種
の
資
産)

を
譲
渡
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
譲
渡
対
価
は
本
来
の
支
払
い
の
代
替
物

に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
と
し
て
で
は
な
く
通
常
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
原
理
で
あ
る
。

⑤

｢

過
去
の
取
引
と
そ
の
取
引
と
密
接
不
可
分
な
関
連
取
引

(correlation
w
ith
prior
transaction)

と
を
一
体
的
取
引｣
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と
、
相
当
期
間
を
経
て
発
生
し
た
価
値
の
値
上
が
り
の
実
現
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
連
邦
議
会
の
立
法
意
思
で
あ
る

(

�)

。
こ
の
区
別
に
よ

り
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
お
よ
び
ロ
ス
は
特
別
の
扱
い
を
受
け
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
区
別
の
必
要
性
は
、
相
当
の
期
間
を
経
て

発
生
し
た
資
産
の
価
値
の
値
上
が
り
が
そ
の
譲
渡
の
一
時
期
に
実
現
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
納
税
者
の
超
過
負
担
を
緩
和
す
る
要
請

に
対
す
る
配
慮
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

(

�)

。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
束
ね
効
果

(bunching
effect (�))

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
キ
ャ
ピ
タ

ル
・
ゲ
イ
ン
に
課
税
上
の
優
遇
を
与
え
る
こ
と
の
主
た
る
論
拠

(

�)

の
一
つ
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
判
例
法
の
変
遷
を
通
じ
て
い
え
る
こ
と
は
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
お
よ
び
ロ
ス
を
通
常
所
得
お
よ
び
ロ
ス
か
ら
明
確
に

切
り
離
す
と
い
う
基
本
理
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
資
本
資
産
概
念
の
判
定
に
あ
た
っ
て
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
両
者
の
相
違

な
い
し
区
別
で
あ
っ
て
、
問
題
と
な
る
資
産
の
経
済
的
価
値
の
有
無
で
は
な
い
。

わ
が
国
に
お
け
る
譲
渡
所
得
課
税
の
趣
旨
と
し
て
説
明
さ
れ
る
増
加
益
清
算
課
税
説
は
、
譲
渡
所
得
が
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
性

質
を
有
し
、
資
産
の
移
転
と
い
う
時
期
を
と
ら
え
て
課
税
す
る
こ
と
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
ア
メ
リ
カ
連
邦
所
得
税
も

同
様
の
前
提
に
立
つ
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
で
は
Ｉ
Ｒ
Ｃ
が
ま
さ
に

"capital
gain
and
loss"

に
対
す
る
課
税
取
扱
い
を
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
同
説
の
言
及
す
る
内
容
が
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
た
め

に
あ
え
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
を
理
論
的
根
拠
と
し
て
資
本
資
産
の
範
囲
を
画
定
す
る

と
い
う
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
の
増
加
益
清
算
課
税
説
の
内
容
は
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
に
対
す
る
課

税
の
趣
旨
を
説
明
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
機
能
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
前
記

(

三)

の
有
価
証
券
が
無
価
値
化
し
た
場
合
に
、｢

評
価
損
失｣

と
い
う
未
実
現
損
失
を
Ｉ
Ｒ
Ｃ
が
キ
ャ
ピ
タ
ル
・

ロ
ス
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
表
れ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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適
宜
解
決
を
迫
ら
れ
た
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
改
正
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
納
税
者
の
租
税
回
避
は

国
庫
歳
入
の
減
少
を
伴
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
改
正
の
有
力
な
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
同
条
の
資
本
資
産
に
該
当
す
る
か

否
か
と
い
う
問
題
は
、
あ
る
損
益
が
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
な
い
し
ロ
ス
と
し
て
扱
わ
れ
る
か
、
通
常
所
得
な
い
し
損
失
と
し
て
扱
わ

れ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
な
が
る
の
で
あ
り
、
そ
の
基
準
は
、
投
機
的
財
産
の
譲
渡
に
よ
る
損
益
か
、
た
な
卸
資
産
の
譲
渡
に
よ
る
も

の
か
と
い
う
点
に
集
約
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

(

�)

。
そ
う
し
た
基
本
的
な
観
点
に
立
っ
た
上
で
、
租
税
回
避
や
具
体
的
な
問

題
の
解
決
の
た
め
に
定
義
規
定
を
改
正
し
て
い
る
の
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
制
定
法
上
の
資
本
資
産
概
念
を
め
ぐ
る
変
遷
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
資
産
概
念
の
意
義
に
つ
い
て
、
司
法
審
査
を
通
じ
た
解
釈
に
よ
る
解
決
の
道
を
選
択
し
、
譲
渡
所
得
課
税
の
趣
旨
で

あ
る
増
加
益
清
算
課
税
説
を
唯
一
の
論
拠
と
し
て
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
わ
が
国
に
お
け
る
議
論
と
は
相
当
旗
色
を
異
に
す
る
も
の

と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
実
際
の
問
題
に
対
し
て
資
本
資
産
概
念
の
定
義
の
改
正
と
い
う
立
法
的
解
決
に
よ
り
対

応
し
て
い
る
が
、
そ
の
立
法
の
基
準
と
し
て
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
な
い
し
ロ
ス

(

非
回
帰
的
、
偶
発
的)

と
通
常
所
得
な
い
し
損

失

(

回
帰
的
、
反
復
継
続
的)

と
を
区
別
す
る
と
い
う
点
に
基
本
的
立
脚
点
を
お
き
つ
つ
も
、
多
分
に
政
策
的
要
素
を
色
濃
く
反
映
し

た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
理
解
の
根
底
に
は
、
両
者
は
そ
の
発
生
形
態
や
損
益
の
性
質
が
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
と
り

わ
け
前
者
に
関
し
て
は
課
税
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
異
論
が
あ
る
た
め
、
制
定
法
上
、
特
別
扱
い
を
し
て
い
る
と
の
配
慮

が
あ
る

(

�)

。

次
に
、
判
例
法
の
動
向
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
資
本
資
産
概
念
の
限
定
お
よ
び
除
外
資
産
要
件
の
拡
張
と
い
う
傾
向
を
指
摘
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
連
邦
所
得
税
法
上
、
所
得
は
通
常
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
る
の
が
通
常
の
ル
ー
ル
で
あ
り
、

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
は
そ
の
例
外
で
あ
る
た
め
、
歳
入
を
確
保
す
る
た
め
に
そ
の
要
件
は
限
定
的
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
の
基
本
理
念
が
存
在
す
る

(

�)

。
そ
し
て
、
一
二
二
一
条
に
お
い
て
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
な
い
し
ロ
ス
の
基
因
と
な
る
資
本
資
産
と
、

通
常
所
得
な
い
し
損
失
を
生
ぜ
し
め
る
除
外
資
産

(

非
資
本
資
産)

と
を
区
別
す
る
趣
旨
は
、
日
常
業
務
の
遂
行
か
ら
得
ら
れ
る
損
益
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少
額
で
あ
る
の
が
通
常
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
生
活
上
の
節
約
と
も
い
う
べ
き
少
額
の
所
得
に
対
す
る
課
税
を
控
え
る
こ
と
を
趣
旨
と
し
、

譲
渡
損
失
の
否
定
は
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
実
質
が
家
事
消
費
的
性
質
の
強
い
も
の
で
あ
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る

(

�)

。

ま
た
、
個
人
に
対
す
る
低
額
譲
渡
の
場
合
に
は
み
な
し
譲
渡
課
税
の
適
用
が
な
い
が

(

所
税
五
九
条
一
項
二
号
、
六
〇
条
一
項
二
号)
、

損
失
が
生
じ
た
場
合
に
は
そ
の
金
額
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
と
し
て
い
る

(

五
九
条
二
項)

。
こ
れ
は
、
個
人
に
対
す
る
低
額
譲

渡
に
は
同
法
六
〇
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
の
関
連
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
租
税
特
別
措
置
法
に
は
、
譲
渡
損
失
に
対
す
る
各
種
の
特
別
な
取
扱
い
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
株
式
等
の
譲
渡
損

失
は
、
所
得
税
関
係
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
生
じ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

(

三
七
条
の
一
〇
第
一
項
後
段)

。

す
な
わ
ち
、
そ
う
し
た
損
失
は
、
株
式
等
の
譲
渡
に
よ
る
所
得
以
外
と
の
通
算
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
昭

和
六
三
年
の
改
正
に
よ
り
、
株
式
等
の
譲
渡
益
に
つ
い
て
分
離
課
税
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り

(

三
七
条
の
一
〇
第
一
項
前

段)

、
そ
の
一
環
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、｢

完
全
な
総
合
課
税
の
下
で
は
、
譲
渡
損
失
を
他
の
所
得
か
ら
控
除
す
る
こ
と

も
一
つ
の
考
え
と
し
て
あ
り
う
る
が
、
有
価
証
券
取
引
を
把
握
す
る
体
制
が
十
分
整
備
さ
れ
な
い
ま
ま
譲
渡
損
失
を
他
の
所
得
か
ら
控

除
す
る
こ
と
に
は
譲
渡
損
失
ば
か
り
申
告
さ
れ
る
と
い
っ
た
基
本
的
な
問
題
が
あ
り
、
譲
渡
損
失
を
有
価
証
券
以
外
の
他
の
所
得
か
ら

控
除
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い

(

�)｣

と
の
税
制
調
査
会
の
中
間
答
申
で
述
べ
ら
れ
た
意
見
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
上
場
株
式

等
に
か
か
る
譲
渡
損
失
に
つ
い
て
は
繰
延
控
除
が
認
め
ら
れ
る

(

三
七
条
の
一
二
の
二)

が
、
こ
れ
は
平
成
一
三
年
の
改
正
に
よ
り
、

個
人
の
証
券
投
資
の
促
進
と
証
券
市
場
の
活
性
化
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る

(

�)

。
他
に
も
、
会
社
法
の
改
正
に
所
得
税
法
を
対
応
さ
せ

る
た
め
に
、
一
定
の
要
件
の
下
に
有
価
証
券
の
課
税
繰
延
を
認
め
る
規
定
が
存
在
す
る

(

例
え
ば
、
所
税
五
七
条
の
四
第
三
項)

。

ま
た
、
土
地
・
建
物
等
の
譲
渡
損
失
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
六
年
の
改
正
に
よ
り
、
土
地
・
建
物
等
の
譲
渡
に
よ
る
所
得
以
外
と
の

損
益
通
算
お
よ
び
翌
年
以
降
へ
の
繰
越
を
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た

(

特
措
法
三
一
条
一
項
、
三
項
二
号
、
三
二
条
一
項)

。
こ

れ
は
、
土
地
の
譲
渡
益
の
分
離
課
税
の
一
環
と
し
て
、
株
式
の
譲
渡
損
失
の
取
扱
い
と
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
た
め
の
改
正
で
あ
る
と
説
明
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三

検

討

前
掲
千
葉
地
判
で
は
、
譲
渡
時
に
株
式
と
し
て
の
客
観
的
価
値
を
喪
失
し
た
株
式
の
譲
渡
に
よ
り
損
失
を
被
っ
た
原
告
が
、
他
の
株

式
の
譲
渡
益
と
当
該
損
失
を
通
算
し
て
、
租
税
特
別
措
置
法
三
七
条
の
一
〇
第
一
項
前
段
の
軽
減
税
率
を
適
用
し
た
こ
と
に
対
し
、
増

加
益
清
算
課
税
説
を
根
拠
と
し
て
、
経
済
的
価
値
の
な
い
も
の
は
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資
産
に
は
該
当
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し

て
、
そ
の
適
用
が
否
認
さ
れ
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
判
断
に
対
し
、｢

譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資
産
は
経
済
的
価
値

の
あ
る
も
の
に
限
ら
れ
、
経
済
的
価
値
の
な
い
も
の
は
そ
の
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
か｣

と
い
う
疑
問
の
下
、
検
討
を
行
っ
て
き
た
。

そ
こ
で
、
わ
が
国
の
現
行
法
制
下
で
こ
の
命
題
が
成
り
立
ち
う
る
の
か
、
以
下
の
三
つ
の
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
る
。

�

現
行
法
上
の
譲
渡
損
失
の
扱
い

(

�)

所
得
税
法
六
九
条
一
項
は
、
譲
渡
損
失
に
つ
き
損
益
通
算
を
認
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
例
外
が
存
在
す
る
。

す
な
わ
ち
、｢

生
活
に
通
常
必
要
で
な
い
資
産｣

(

所
税
六
二
条
一
項)

に
か
か
る
譲
渡
損
失
は
損
益
通
算
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る

(

同

法
六
九
条
二
項

(

�))

。
こ
れ
は
、
昭
和
三
六
年
の
改
正
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
も
の
で
、
主
と
し
て
個
人
の
趣
味
ま
た
は
娯
楽
の
た
め
の
行

為
に
か
か
る
支
出
は
家
事
費
消
の
性
格
が
あ
る
こ
と
、
生
活
に
通
常
必
要
で
な
い
資
産
に
か
か
る
損
失
の
金
額
に
つ
い
て
ま
で
損
益
通

算
に
よ
り
担
税
力
を
減
殺
さ
せ
る
必
要
は
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
ま
た
、｢

生
活
に
通
常
必
要

な
動
産｣

の
譲
渡
に
よ
る
所
得
が
非
課
税
と
さ
れ
て
い
る

(

同
法
九
条
一
項
九
号)

こ
と
と
の
関
係
で
、
そ
の
譲
渡
に
か
か
る
損
失
は

な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
る

(

同
条
二
項)

。
こ
の
制
度
の
趣
旨
は
、
投
資
な
い
し
投
機
的
目
的
で
保
有
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い

｢

生
活

に
通
常
必
要
な
動
産｣

の
譲
渡
か
ら
は
通
常
、
譲
渡
益
の
発
生
は
考
え
ら
れ
ず
、
仮
に
発
生
し
た
と
し
て
も
偶
発
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
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把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
措
置
が
採
ら
れ
て
い
る
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る

(
�)

。
し
た
が
っ

て
、
前
掲
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
扱
い
の
よ
う
に

(IR
C
§
165

(g)
(1))

、
有
価
証
券
が
無
価
値
化
し
た
場
合
、
そ
れ
を
政
策
的
に

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
と
し
て
扱
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
前
掲
千
葉
地
判
の
判
示
内
容
の
論
理
的
な
問
題
は
、
株
式
の
無
価
値
化
に
つ
い
て
明
確
な
範
囲
を
示
さ
ず
に
そ
れ
を
判
断

し
て
し
ま
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
事
案
で
は
、
原
告
が
当
該
株
式
を
訴
外
Ｂ
に
譲
渡
し
た
と
き
に
は
、
す
で
に
当
該
株

式
を
発
行
し
て
い
た
会
社
は
一
〇
〇
〇
億
円
を
超
え
る
債
務
超
過
に
陥
っ
て
お
り
、
破
産
宣
告
を
受
け
て
い
た
。
原
告
は
当
該
株
式
を

訴
外
Ｂ
に
対
し
一
株
あ
た
り
〇
・
一
円
と
い
う
微
少
な
額
で
売
却
し
て
い
る
。
当
該
株
式
は
単
な
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
も
の

で
あ
っ
た
と
容
易
に
設
定
し
う
る
よ
う
な
同
事
案
で
は
、
株
式
の
無
価
値
を
ほ
ぼ
明
確
に
認
定
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
果
た
し
て
会
社
が

ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
り
、
売
却
価
額
が
ど
の
程
度
で
あ
れ
ば
無
価
値
と
い
い
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

租
税
特
別
措
置
法
三
七
条
の
一
〇
の
二
は
、
特
定
管
理
株
式
が
そ
の
発
行
会
社
の
解
散
に
伴
う
清
算
結
了
等
の
事
実
が
発
生
し
た
と

き
に
、
当
該
株
式
は
株
式
と
し
て
の
価
値
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
る
損
失
が
生
じ
た
も
の
と
扱
っ
て
い
る
が
、
前
掲
千
葉
地
判
の
ケ
ー
ス

で
は
、
同
法
施
行
令
二
五
条
の
八
の
二
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
あ
た
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
当
該
原
告

(

Ｘ)

が

訴
外
Ｂ
に
当
該
株
式
を
譲
渡
し
た
時
点
で
は
同
法
の
規
定
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
同
判
決
は
、｢

無
価
値
化｣

の

定
義
を
明
確
に
し
な
い
ま
ま
に
、
生
じ
た
損
失
の
他
の
株
式
の
譲
渡
に
よ
る
所
得
と
の
相
殺
を
否
定
し
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
こ
の

こ
と
は
、
低
額
譲
渡
と
の
線
引
き
の
問
題
が
生
じ
よ
う
。
所
得
税
法
施
行
令
一
六
九
条
は
、
同
法
五
九
条
一
項
二
号
の
低
額
譲
渡
と
は

時
価
の
二
分
の
一
で
あ
る
と
定
め
て
い
る

(

�)

が
、
こ
の
こ
と
と
の
関
係
で
、
ど
こ
ま
で
が
低
額
譲
渡
で
あ
り
、
ど
こ
か
ら
無
価
値
化
と
呼

ぶ
の
か
、
明
確
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
方
は

｢

資
産
の
譲
渡｣

に
該
当
し
、
他
方
は

｢

経
済
的
価
値
が
な
い
の
で｣

そ

れ
に
該
当
し
な
い
と
い
う
の
は
一
貫
性
に
欠
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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さ
れ
て
い
る

(

�)

。
た
だ
し
、
居
住
用
財
産
ま
た
は
特
定
居
住
用
財
産
の
譲
渡
損
失
に
つ
い
て
は
、
昨
今
の
地
価
下
落
の
状
況
下
で
居
住
用

財
産
の
買
換
え
に
よ
る
居
住
条
件
の
改
善
と
住
宅
市
場
の
活
性
化
を
促
進
す
る
た
め
の
臨
時
的
措
置
と
し
て
、
損
益
通
算
お
よ
び
そ
の

後
翌
三
年
間
の
繰
越
控
除
が
認
め
ら
れ
て
い
る

(

四
一
条
の
五
、
四
一
条
の
五
の
二

(

�))

。

こ
れ
ら
の
規
定
お
よ
び
そ
の
立
法
趣
旨
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
政
策
的
な
見
地
か
ら
譲
渡
損
失
の
取
扱
い
を
定
め
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
取
扱
い
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
、｢

資
産
の
譲
渡｣

に
よ
り
損
失
が
実
現
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
譲
渡
時
に
経
済
的
価
値
を
失
っ
た
資
産
の
譲
渡
の
場
合
も
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
前
掲
千
葉
地
判

が
示
し
た
判
断
に
し
た
が
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
資
産
は
増
加
益
清
算
課
税
説
に
よ
り
所
得
税
法
三
三
条
一
項
に
い
う

｢

資
産｣

に
は
該

当
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
譲
渡
損
失
に
関
す
る
上
記
の
よ
う
な
規
定
は
、
い
っ
た
ん
実
現
し
た
損
失
に
対
し
て
政
策
的
な

見
地
か
ら
特
別
の
扱
い
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
以
外
に
も
、
実
現
し
た
所
得
に
関
す
る
特
別
な
規
定
は
数
多

く
存
在
し
て
お
り(

例
え
ば
、
所
得
税
法
五
八
条
の
交
換
特
例
や
居
住
用
資
産
の
特
別
控
除
に
関
す
る
租
税
特
別
措
置
法
三
五
条
な
ど)

、

こ
れ
ら
の
規
定
の
趣
旨
と
増
加
益
清
算
課
税
説
と
を
整
合
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
同
説
は
課
税
の
趣
旨
を
説
明
し
た
も
の
に
す

ぎ
ず
、
具
体
的
な
措
置
に
つ
い
て
は
政
策
的
配
慮
の
余
地
を
残
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

�

資
産
の
無
価
値
化

前
掲
千
葉
地
判
が
論
拠
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
て
い
る
、
特
定
管
理
株
式
が
価
値
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
り
譲
渡
損
失
が
生
じ
た
場
合
に

は
、
税
制
上
の
損
失
と
し
て
は
扱
わ
れ
な
い
と
す
る
特
例
が
あ
る
が

(
措
置
法
三
七
条
の
一
〇
の
二)

、
こ
れ
は
、
個
人
の
有
す
る
株

式
が
無
価
値
化
し
た
場
合
の
損
失

(

い
わ
ゆ
る
紙
く
ず
損)

は
、
所
得
の
処
分
に
あ
た
る
と
い
う
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
あ
る

(

�)

。
た
だ

し
、
上
場
株
式
が
無
価
値
化
す
る
前
に
、
証
券
取
引
所
が
管
理
ポ
ス
ト
や
整
理
ポ
ス
ト
の
割
り
当
て
期
間
内
に
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
り
、

譲
渡
損
失
を
実
現
さ
せ
譲
渡
益
か
ら
控
除
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
一
般
の
個
人
投
資
家
は
株
式
市
場
の
情
報
を
常
に
網
羅
的
に
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お
け
る
取
得
費

(

�)

お
よ
び
譲
渡
費
用

(

�)

に
つ
い
て
も
同
説
を
根
拠
と
し
て
そ
の
範
囲
を
確
定
す
る
も
の
が
み
ら
れ
る
が
、
果
た
し
て
同
説
は

そ
こ
ま
で
の
効
力
を
も
ち
う
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か

(

�)

。
か
ね
て
よ
り
、
こ
の
説
に
関
し
て
は
と
り
わ
け
未
実
現
利
益
に
対
す
る
課
税
で

あ
る
み
な
し
譲
渡
所
得
課
税
と
の
関
係
で
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、
譲
渡
所
得
課
税
の
い
わ
ば
本
体
と
も
い
う
べ
き
三
三
条
お
よ
び
三
八

条
の
内
容
お
よ
び
範
囲
が
問
わ
れ
て
い
る
現
段
階
で
は
、
こ
れ
ら
の
理
論
的
検
討
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
発
生
し
、
実
現
し
た
損
益
を
課
税
上
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
、
す
な
わ
ち
認
識
す
る
か
ど
う
か
は
別
問
題

で
あ
る

(

�)

。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
政
策
的
見
地
か
ら
の
各
種
の
特
別
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

増
加
益
清
算
課
税
説
は
、
譲
渡
所
得
が
な
ぜ
課
税
さ
れ
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
い
つ
の
時
期
か
、
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と

は
で
き
て
も
、
そ
れ
以
上
の
効
果
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資
産
と
は
、
所
得
税
法
基
本
通
達

三
三
―
一
が
示
す
よ
う
に
、
法
三
三
条
二
項
お
よ
び
金
銭
資
産
以
外
の
一
切
の
資
産
と
い
う
よ
う
に
広
く
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し

た
立
場
に
立
っ
て
、
実
現
し
た
損
益
を
そ
の
ま
ま
認
識
す
る
の
か
、
特
別
の
扱
い
を
与
え
る
の
か
ど
う
か
は
、
少
な
く
と
も
現
行
法
上
、

政
策
的
理
由
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

譲
渡
所
得
課
税
を
め
ぐ
る
問
題
に
対
し
て
、
司
法
上
ま
た
は
立
法
上
、
具
体
的
な
対
応
を
と
る
場
合
に
は
、
課
税
の
し
く
み
を
説
明

す
る
に
す
ぎ
な
い
増
加
益
清
算
課
税
説
は
そ
の
論
理
的
根
拠
に
は
な
り
え
な
い
も
の
と
考
え
る
。

註

(

１)

例
え
ば
、
離
婚
に
際
し
て
の
夫
婦
間
の
財
産
分
与
が
資
産
の
譲
渡
に
該
当
す
る
こ
と
を
肯
定
し
た
も
の
と
し
て
、
最
三
判
昭
和
五
〇
年
五
月

二
七
日
民
集
二
九
巻
五
号
六
四
一
頁
等
。

(

２)

譲
渡
と
は
、
有
償
で
あ
る
と
無
償
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
の
移
転
を
含
む
広
い
概
念
で
、
売
買
や
交
換
は
も
と
よ
り
、

競
売
、
公
売
、
収
用
、
物
納
、
現
物
出
資
等
が
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
金
子
宏

『

租
税
法

(

第
一
二
版)』

一
九
四
〜
一
九
五
頁

(

二
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�

千
葉
地
判
の
評
価

前
掲
千
葉
地
判
で
認
定
さ
れ
た
事
実
関
係
に
お
い
て
、
株
式
を
取
引
し
た
原
告
と
訴
外
Ｂ
は
と
も
に
当
該
株
式
に
は
経
済
的
価
値
が

な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
裁
判
所
は
原
告
に
は
租
税
特
別
措
置
法
上
の
特
別
措
置
の
適
用
を
受
け
る
資

格
が
な
い
と
判
断
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
否
定
す
る
明
文
の
根
拠
が
存
在
せ
ず
、
通
謀
虚
偽
表
示
の
要
件
に
も
該

当
し
な
い
た
め
に
、
資
産
該
当
性
を
否
定
す
る
と
い
う
手
法
を
と
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
件
事
案
に
対
し
て
、
租
税
回
避
事
例
と
し
て
原
告
に
対
す
る
特
例
措
置
の
否
認
と
い
う
手
法
を
と
る
に
し
て
も
、
そ
の
根
拠
を
め

ぐ
っ
て
問
題
と
な
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
私
法
上
の
法
律
構
成
に
よ
る
否
認

(

�)

が
適
用
さ
れ
る
要
件
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
本
件
の
よ

う
に
、
納
税
者
の
租
税
回
避
の
意
図
が
推
認
で
き
る
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
否
認
す
る
明
文
規
定
が
存
在
し
な
い
場
合
の
取

扱
い
は
し
ば
し
ば
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
本
件
裁
判
所
も
苦
心
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る

(

�)

。
こ
の
点
は
別
途
検
討
さ
れ
る
べ
き
テ
ー
マ
で

あ
る
の
で
こ
こ
で
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が

(
�)

、
少
な
く
と
も
本
稿
の
問
題
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
本
判
決
が
と
っ
た
判
断
方
法
は
角
を
矯
め

て
牛
を
殺
す
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
た
だ
ち
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
判
決
は
、
破
産
会
社
の
株
式
の
譲
渡
に
よ
る
損
失
と
い
う
特
殊
事
例
に
つ
い
て
判
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
射

程
範
囲
は
き
わ
め
て
限
定
的
で
あ
る
と
評
価
す
る
の
が
適
切
で
あ
っ
て
、
こ
の
判
示
内
容
を
一
般
化
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
と
め

増
加
益
清
算
課
税
説
の
再
考
に
向
け
て

本
稿
で
は
、
譲
渡
に
よ
る
損
失
が
生
じ
た
場
合
の

｢

資
産｣

の
範
囲
に
焦
点
を
あ
て
て
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ

ず
、
増
加
益
清
算
課
税
説
の
意
義
お
よ
び
射
程
範
囲
の
再
考
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。
最
近
の
裁
判
例
で
は
、
譲
渡
所
得
金
額
の
計
算
に
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(

�)

碓
井
・
前
掲
注

(

�)

一
五
頁
。

(

�)

最
三
判
昭
和
四
六
年
一
一
月
九
日
民
集
二
五
巻
八
号
一
一
二
〇
頁
、
最
三
判
昭
和
四
六
年
一
一
月
一
六
日
刑
集
二
五
巻
八
号
九
三
八
頁
。

(

�)

判
タ
一
二
〇
四
号
一
三
六
頁
。

(

�)

金
銭
債
権
が
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資
産
か
ら
除
外
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
金
子
宏

｢

所
得
税
と
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン｣

同

『
課

税
単
位
及
び
譲
渡
所
得
の
研
究』

八
九
頁
以
下
所
収
、
一
〇
〇
〜
一
〇
一
頁

(

有
斐
閣
・
一
九
九
六
年)

[

初
出
一
九
七
五
年]

参
照
。

(

�)

武
田
昌
輔
編
著

『

Ｄ
Ｈ
Ｃ
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
法
人
税
法
２』

一
三
五
八
頁

(

第
一
法
規
・
加
除
式)

。

(

�)

な
お
、
前
記

(

二)
(

６)

名
古
屋
地
裁
平
成
一
七
年
判
決
は
、
こ
う
し
た
理
解
に
立
っ
た
上
で
、
譲
渡
さ
れ
た
ゴ
ル
フ
会
員
権
が
金
銭
資

産
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
譲
渡
損
失
と
し
て
の
扱
い
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
資
産
該
当
性
を
明
確
に
否
定
し
た
も
の
で
は
な
い
点
で
、

前
掲
千
葉
地
判
と
は
趣
を
異
に
す
る
。

(

�)

大
塚
正
民

｢

み
な
し
譲
渡
制
度
に
関
す
る
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
と
ア
メ
リ
カ
税
制
と
の
関
連

(

二
・
完)｣

税
法
学
三
〇
七
号
一
〇
頁

(

一
九
七

六
年)

。
な
お
、
岡
村
忠
生
・
租
税
判
例
百
選

(

第
三
版)

六
〇
〜
六
一
頁

(

一
九
九
二
年)

参
照
。

(

	)

ま
た
、
譲
渡
所
得
課
税
の
趣
旨
に
つ
い
て
、｢

譲
渡
益
所
得
説｣

が
妥
当
す
る
と
の
見
解
を
と
る
も
の
と
し
て
、
水
野
武
夫

｢

譲
渡
担
保
と

譲
渡
所
得
課
税｣

北
野
弘
久
編
著

『

判
例
研
究
日
本
税
法
体
系
３』

五
八
頁
以
下
所
収
、
八
〇
頁
以
下

(

学
陽
書
房
・
一
九
八
〇
年)

、
田
中

治

｢

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税｣

日
本
租
税
理
論
学
会
編

『

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税

(

租
税
理
論
研
究
叢
書
３)』

六
二
頁
以
下
所
収

(

学
陽
書
房
・
一
九
九
三
年)

、
竹
下
重
人

｢

譲
渡
所
得
課
税
の
二
、
三
の
問
題
点｣

シ
ュ
ト
イ
エ
ル
一
〇
〇
号
一
〇
七
頁

(

一
九
七
〇
年)

、

同
・
租
税
判
例
百
選

(

第
三
版)

六
六
頁

(

一
九
九
二
年)

。

(


)

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
お
よ
び
ロ
ス
に
対
す
る
課
税
上
の
取
扱
い
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
参
照
、D

aniel
Q
.
P
osin,

D
onald

B
.
T
obin,

P
rinciples

of
F
ederal

Incom
e
T
axation,

6th
ed.
pp.
254
(T
hom
pson

W
est,
C
oncise

H
ornbook

Series
2003);

M
arvin

A
.

C
hirelstein,

F
ederal

Incom
e
T
axation,

9th
ed.
pp.
355

(F
oundation

P
ress

2002);
J.
M
artin

B
urke,

M
ichael

K
.
F
riel,

U
nderstanding

F
ederal

Incom
e
taxation

pp.
447
(L
exisN

exis
2001).

(

�)

資
本
資
産
概
念
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
増
田
英
敏

｢

譲
渡
所
得
課
税
に
お
け
る
資
本
資
産
概
念
に
対
す
る
法
的
統
制｣

同

『

納

税
者
の
権
利
保
護
の
法
理』

一
九
九
頁
以
下
所
収

(

成
文
堂
・
一
九
九
七
年)

[

初
出
一
九
九
一
年]

。
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〇
〇
七
年)

。

(
３)

最
一
判
昭
和
四
三
年
一
〇
月
三
一
日
訟
月
一
四
巻
一
二
号
一
四
四
二
頁
、
最
三
判
昭
和
四
七
年
一
二
月
二
六
日
民
集
二
六
巻
一
〇
号
二
〇
八

三
頁
。

(

４)
判
例
集
未
登
載
。
同
判
決
に
つ
い
て
は
、
伊
川
正
樹
・L

exis

判
例
速
報
二
二
号
一
〇
九
頁

(

二
〇
〇
七
年)

参
照
。

(

５)

金
子
宏

｢

譲
渡
所
得
の
意
義
と
範
囲
―
二
重
利
得
法
の
提
案
を
含
め
て｣

同

『

課
税
単
位
及
び
譲
渡
所
得
の
研
究』

一
一
三
頁
以
下
所
収

(

有
斐
閣
・
一
九
九
六
年)

[

初
出
一
九
七
八
〜
一
九
八
〇
年]

。

(

６)

た
だ
し
、
裁
判
所
は
Ｘ
の
租
税
回
避
の
意
図
や
Ｂ
と
の
間
で
通
謀
の
事
実
が
あ
っ
た
な
ど
の
認
定
は
行
っ
て
い
な
い
。

(

７)

譲
渡
さ
れ
た
資
産
が
、
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資
産
か
、
そ
れ
と
も
事
業
所
得
を
発
生
さ
せ
る
た
な
卸
資
産
に
該
当
す
る
か
と
い
う
問
題

も
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
金
子
・
前
掲
注

(

５)

を
参
照
。

(

８)

行
集
二
〇
巻
一
号
八
〇
頁
。
評
釈
と
し
て
、
新
井
隆
一
・
判
評
一
三
四
号
九
頁(

判
時
五
八
四
号
一
二
三
頁)

(

一
九
七
〇
年)

、
清
永
敬
次
・

シ
ュ
ト
イ
エ
ル
八
九
号
一
頁

(
一
九
六
九
年)

、
船
田
健
二
・
税
経
通
信
三
四
巻
一
五
号
八
八
頁

(

一
九
七
九
年)

。

(

９)

借
家
権
の
資
産
該
当
性
を
一
般
的
抽
象
的
に
論
じ
る
の
は
適
切
で
は
な
く
、
個
別
具
体
的
に
、
賃
貸
人
の
譲
渡
・
転
貸
の
承
諾
が
あ
っ
た
と

き
に
の
み
、
そ
の
特
定
の
家
屋
の
賃
借
権
を

｢
資
産｣

に
含
ま
せ
る
可
能
性
が
あ
る
と
理
解
す
べ
き
と
す
る
見
解
と
し
て
、
前
掲
注

(

８)

新

井
・
一
一
頁
。

(

�)

訟
月
二
二
巻
三
号
七
九
一
頁
。
評
釈
と
し
て
、
斉
藤
敏
雄
・
税
経
通
信
三
三
巻
一
四
号
一
三
〇
頁

(

一
九
七
八
年)

。

(

)

訟
月
二
七
巻
一
一
号
二
一
五
〇
頁
。
評
釈
と
し
て
、
田
中
治
・
シ
ュ
ト
イ
エ
ル
二
四
六
号
一
頁

(

一
九
八
二
年)

、
小
松
芳
明
・
ジ
ュ
リ
ス

ト
七
九
三
号
一
一
一
頁

(

一
九
八
三
年)

、
同
・
税
経
通
信
三
九
巻
一
五
号
二
八
頁

(

一
九
八
四
年)

。

(

�)

前
掲
注

(

２)

最
判
昭
和
四
七
年
一
二
月
二
六
日
、
前
掲
注

(
３)
最
判
昭
和
五
〇
年
五
月
二
七
日
等
参
照
。

(

�)

行
集
三
三
巻
八
号
一
六
九
七
頁
。
評
釈
と
し
て
、
平
石
雄
一
郎
・
税
経
通
信
三
九
巻
一
五
号
三
二
頁

(

一
九
八
四
年)

。
原
審
・
京
都
地
判

昭
和
五
五
年
一
〇
月
二
四
日
行
集
三
一
巻
一
〇
号
二
〇
八
四
頁
。
評
釈
と
し
て
、
青
木
康
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
六
二
号
一
三
七
頁(

一
九
八
二
年)

。

(

�)

税
資
八
一
号
九
五
頁
。
評
釈
と
し
て
、
碓
井
光
明
・
税
経
通
信
三
九
巻
一
五
号
一
四
頁

(

一
九
八
四
年)

、
小
澤
英
一
・
税
経
通
信
三
三
巻

一
四
号
一
〇
〇
頁

(

一
九
七
八
年)

。
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C
rossw

hite
v.U
.S.,369

F
.2d
989
(1966);Y

ara
E
ngineering

C
orp.v.C

om
m
issioner,344

F
.2d
113
(1965);C

ranford
v.

U
.S.,
338
F
.
2d
379
(1964);

U
.S.
v.
F
oster,

324
F
.
2d
702
(1963);

B
isbee-B

aldw
in
C
orp.

v.
T
om
linson,

320
F
.
2d
929

(1963) ;M
iller

v.C
om
m
issioner,299

F
.2d
706
(1962);certiorari

denied
370
U
.S.923

(1962);Sim
onsen

Industries,Inc.

v.C
om
m
issioner,243

F
.2d
407
(1957);K

ing
v.U
.S.,641

F
.2d
253
(1981);Jersey

L
and
&
D
evelopm

ent
C
orp.v.U

.S.,

539
F
.2d
311
(1976);L

ew
is
v.U
.S.,389

F
.2d
818
(1968);R

oth
v.C
om
m
issioner,321

F
.2d
607
(1963);U

.S.v.W
oolsey,

326
F
.
2d
287
(1963).

(

�)

以
下
に
つ
き
、
大
塚
・
前
掲
注

(

�)

一
三
六
〜
一
三
八
頁
の
整
理
に
し
た
が
う
。

(

�)

同
書
一
三
七
頁
で
は
、
こ
の
原
理
を
示
し
た
代
表
的
判
例
と
し
て
、C

om
m
issioner

v.G
illett

M
otor
T
ransport.Inc.,364

U
.S.130

(1960)
(

同
書
一
四
一
〜
一
四
三
頁
参
照)

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

(

�)
350
U
.S.
46
(1955).

同
判
決
に
関
し
て
は
、
大
塚
・
前
掲
注

(

�)

八
一
〜
八
四
頁
、
金
子
・
前
掲
注

(

５)

一
三
二
〜
一
三
三
頁
、
増

田
・
前
掲
注

(

�)

二
一
三
〜
二
一
五
頁
参
照
。

(

�)

そ
の
後
の
判
決

(e.g.,
C
om
m
issioner

v.
B
agley

&
Sew
all
C
o.,
221
F
.
2d
944
(2d
C
ir.
1955);

B
ooth

N
ew
spapers,

Inc.
v.

U
.S.,303

F
.2d
916
(C
t.C
l.1962);Schlum

berger
T
ech.C

orp.v.U
.S.,443

F
.2d
1115

(5th
C
ir.1984);C

am
pbellT

aggart,

Inc.
v.
U
.S.,
744
F
.
2d
442
(5th

C
ir.
1984))

は
こ
の
原
理
の
示
し
た
基
準
に
沿
っ
て
下
さ
れ
た
が
、A

rkansas
B
est
C
orporation

v.
C
om
m
issioner,

485
U
.S.
212
(1988)

に
よ
っ
て
明
確
に
否
定
さ
れ
た
。See,

supra
note

23,
C
hirelstein,

pp.
360-366.

(

�)

大
塚
・
前
掲
注(

�)

一
七
〇
頁
注
	)

で
は
、
こ
の
原
理
を
示
し
た
判
決
と
し
て
、F

low
er
v.C
om
m
issioner,61

T
.C
.140

(1973)

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
は
、
次
の

｢

通
常
所
得
の
代
替
物
の
原
理｣

と
重
複
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
の
コ
メ
ン
ト
が

付
さ
れ
て
い
る
。

(


)

同
書
一
三
七
頁
で
は
、
こ
の
原
理
を
示
し
た
代
表
的
判
例
と
し
て
、H

ort
v.
C
om
m
issionr,

313
U
.S.
28
(1941),

(

同
書
七
〇
〜
七
二

頁
参
照)

C
om
m
issioner

v.
P
.G
.
L
ake,
Inc.,

356
U
.S.
260
(1958)

(

同
書
一
三
九
〜
一
四
一
頁
参
照)

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

(

�)

同
書
一
三
七
頁
で
は
、
こ
の
原
理
を
示
し
た
代
表
的
判
例
と
し
て
、A

rrow
sm
ith
v.
C
om
m
issioner,

344
U
.S.
6
(1952)

(

同
書
一

三
五
〜
一
三
八
頁)

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
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(

�)

以
下
に
つ
き
、
大
塚
正
民『

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税
制
度
―
ア
メ
リ
カ
連
邦
所
得
税
制
の
歴
史
的
展
開
―』

(

有
斐
閣
学
術
セ
ン
タ
ー
・

二
〇
〇
七
年)

三
三
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
同
書
に
つ
い
て
は
、
伊
川
正
樹

｢

書
評｣

立
命
館
法
学
三
一
一
号
二
三
六
頁

(

二
〇
〇
七
年)

参

照
。

(

�)
同
書
四
四
頁
、
五
一
頁
注
６)

。

(

)

同
書
四
四
頁
、
五
二
頁
注
７)

。

(

�)

同
書
八
七
頁
注
�)

。

(

�)

同
書
五
五
頁
。

(

�)

同
書
六
七
頁
。
参
照
、
増
田
・
前
掲
注

(

�)

二
〇
四
頁
。

(

�)

同
書
六
九
〜
七
〇
頁
。

(

�)

同
書
一
二
〇
〜
一
二
一
頁
。

(

�)

同
書
九
七
〜
九
八
頁
。

(

�)

同
書
九
九
〜
一
〇
一
頁
。
ま
た
、C

ranford
v.
U
.S.,
338
F
.2d
379

(1964)

は
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
取
扱
い
に
関
す
る
抜
け
穴

を
ふ
さ
ぎ
、
個
人
的
労
力
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
労
作
の
売
却
は
通
常
所
得
と
す
る
と
の
統
一
的
な
扱
い
を
行
う
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ

る
旨
述
べ
て
い
る
。

(

�)

同
書
一
一
二
〜
一
一
三
頁
。

(

�)

同
書
一
〇
四
頁
。

(

�)

増
田
・
前
掲
注

(

�)

二
〇
六
頁
。

(

�)
C
om
m
issioner

v.
B
row
n,
380
U
.S.
563
(1965).

(

�)
C
om
m
issioner

v.G
illette

M
otor
T
ransport,Inc.,364

U
.S.130

(1960).See
also,Silverstein

v.U
.S.,293

F
.Supp.1106

(1968) ,affirm
ed
419
F
.2d
999
(1969),certiorari

denied
397
U
.S.1041

(1970);M
aryland

C
oal&

C
oke
C
o.v.M

cG
innes,

225
F
.
Supp.

854
(1964),

affirm
ed
350
F
.
2d
293
(1965).

(

�)
C
orn
P
roducts

R
efining

C
o.
v.
C
om
m
issioner,

350
U
.S.
46
(1955).

See
also,

P
ounds

v.
U
.S.,
372
F
.
2d
342
(1967);
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九
八
六
年]

、
田
中
治
・
前
掲
注

(

�)

六
四
〜
六
五
頁
等
参
照
。

(

�)

渋
谷
雅
弘

｢

譲
渡
損
失｣

日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
編

『

所
得
税
に
お
け
る
損
失
の
研
究

(

日
税
研
論
集
四
七
号)』

一
三
九
頁
以
下
所
収

(

日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
・
二
〇
〇
一
年)

参
照
。

(

�)

こ
の
問
題
に
つ
き
、
最
二
判
平
成
二
年
三
月
二
三
日
判
時
一
三
五
四
号
五
九
頁

(

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
・
マ
イ
カ
ー
訴
訟)

、
仙
台
高
判
平
成
一

三
年
四
月
二
四
日

(

判
例
集
未
登
載)

、
東
京
地
判
平
成
一
〇
年
二
月
二
四
日
判
タ
一
〇
〇
四
号
一
四
二
頁

(

リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
事
件)

参
照
。

(

�)

水
野
忠
恒

『

租
税
法

[

第
三
版]』

二
五
一
頁

(

有
斐
閣
・
二
〇
〇
七
年)

、
武
田
昌
輔
監
修

『

Ｄ
Ｈ
Ｃ
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
所
得
税
法
３』

四

五
四
八
〜
四
五
四
九
頁

(

第
一
法
規
・
加
除
式)

、
渋
谷
・
前
掲
注

(

�)

一
四
三
頁
。

(

�)

水
野
・
前
掲
注

(

�)

二
五
二
頁
、
前
掲
注

(

�)
『

Ｄ
Ｈ
Ｃ
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
所
得
税
法
３』

三
八
五
、
五
〇
二
頁
、
渋
谷
・
前
掲
注

(

�)

一
四
三
頁
。

(

�)

税
制
調
査
会

｢

税
制
改
革
に
つ
い
て
の
中
間
答
申｣

(

昭
和
六
三
年
四
月)

。
な
お
、
武
田
昌
輔
監
修

『

Ｄ
Ｈ
Ｃ
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
所
得
税
法

７』

七
二
二
五
頁

(

第
一
法
規
・
加
除
式)

参
照
。

(

�)

前
掲
注

(

�)
『

Ｄ
Ｈ
Ｃ
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
所
得
税
法
７』

七
二
六
七
の
一
二
頁
。

(

�)

武
田
昌
輔
監
修

『

Ｄ
Ｈ
Ｃ
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
所
得
税
法
６』

五
一
五
一
の
三
頁

(

第
一
法
規
・
加
除
式)

。

(

	)

前
掲
注

(

�)
『

Ｄ
Ｈ
Ｃ
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
所
得
税
法
７』

八
〇
四
五
の
二
頁
。

(


)

前
掲
注

(

�)
『

Ｄ
Ｈ
Ｃ
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
所
得
税
法
７』

七
二
四
二
頁
。

(

�)

同
上
。

(

�)

も
っ
と
も
、
同
条
は
法
人
に
対
す
る
低
額
譲
渡
に
の
み
適
用
さ
れ
る
。

(

)

こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
今
村
隆

｢

租
税
回
避
行
為
の
否
認
と
契
約
解
釈

(

一)

〜

(

四)｣

税
理
四
二
巻
一
四
号
二
〇
六
頁
〜
四
三
巻
三

号
二
〇
五
頁

(

一
九
九
九
〜
二
〇
〇
〇
年)

参
照
。

(

�)

判
決
文
中
の

｢

特
段
の
事
情
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り｣

と
い
う
表
現
は
、
こ
う
し
た
点
を
考
慮
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

(

�)

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
東
京
高
判
平
成
一
一
年
六
月
二
一
日
判
時
一
六
八
五
号
三
三
頁

(

評
釈
と
し
て
、
小
池
正
明
・
税
理
四
二
巻
一
四
号

二
九
頁

(

一
九
九
九
年)

、
千
田
喜
造
・
税
経
通
信
五
八
巻
三
号
一
九
九
頁

(

二
〇
〇
三
年)

、
占
部
裕
典
・
判
評
四
九
五
号

(

判
時
一
七
〇
三
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(

�)
｢

有
価
証
券｣

の
定
義
に
つ
い
て
、IR

C
§
165
(g)
(2)

は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

(

ａ)

会
社
の
株
式

(
ｂ)

会
社
の
株
式
の
予
約
権
ま
た
は
受
領
権

(
ｃ)
会
社
ま
た
は
政
府
も
し
く
は
そ
の
部
局
に
よ
り
、
利
子
付
き
ま
た
は
公
認
さ
れ
た
様
式
で
発
行
さ
れ
た
債
券
、
債
務
証
書
、
手
形
、
公

債
証
書
、
そ
の
他
の
負
債
の
証
書

(

�)

大
塚
・
前
掲
注

(

�)

六
七
頁
。

(

�)
Supra

note
23,
C
hirelstein,

pp.
358-392.

(

�)
Supra

note
23,
C
hirelstein,

pp.
349-355;

P
osin

&
T
obin,

pp.
254-256.

(

�)
C
orn
P
roducts

R
efining

C
o.
v.
C
om
m
issioner,

350
U
.S.
46,
52;
C
om
m
issioner

v.
P
.G
.
L
ake,
Inc.,

356
U
.S.
260,

265;

B
urnet

v.
H
arm
el.
287
U
.S.
103,

106
(1932);

U
.S.
v.
B
row
n
W
ood
P
reserving

C
o.,
275
F
.
2d
525,

529
(1960);

O
m
er
v.

U
.S.,
329
F
.
2d
393,

395
(1964).

(

�)
M
alat

v.R
iddell,383

U
.S.569,572

(1966).See
also,F

actor
v.C
om
m
issioner,281

F
.2d
100,certioraridenied

364
U
.S.

933
(1961);C

orn
P
roducts

R
efining

C
o.v.C

om
m
issioner,350

U
.S.46,52;C

om
m
issioner

v.G
illette

M
otor
T
ransport,

Inc.,
364
U
.S.
130,

134;
H
uxford

v.
U
.S.,
441
F
.
2d
1371

(1971);
D
avine

v.
C
om
m
issioner,

558
F
.
2d
807
(1977).

(

�)
C
orn
P
roducts

R
efining

C
o.v.C

om
m
issioner,350

U
.S.46;F

reund
v.U
.S.,367

F
.2d
776
(1966);U

.S.v.W
oolsey,326

F
.
2d
287
(1963);

W
isem
an
v.
H
alliburton

O
il
W
ell
C
em
enting

C
o.,
301
F
.
2d
654
(1962).

(

�)
Supra

note
23,
C
hirelstein,

pp.
350-351;

B
urke

&
F
riel,
pp.
442-443.

(

�)

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
お
よ
び
ロ
ス
に
課
税
上
特
別
の
扱
い
を
与
え
る
他
の
根
拠
と
し
て
、｢

封
じ
込
め
効
果

(lock-in
effect)｣

、｢

投
資

資
産
の
流
動
性

(m
obility

of
invested

capital)｣

、｢

貯
蓄
に
対
す
る
二
重
課
税

(double
taxation

on
savings)｣

等
が
あ
げ
ら
れ

る
。See,

supra
note

23,
C
hirelstein,

pp.
350-355;

W
illiam

A
.
K
lein,
Joseph

B
ankm

an,
D
aniel

N
.
Shaviro,

F
ederal

Incom
e
T
axation,13th

ed.,pp.642-644
(A
spen

2003);

金
子
・
前
掲
注(
�)

九
二
頁
、
同｢

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税
の
改
革
―

問
題
点
の
原
理
的
検
討｣

同

『

課
税
単
位
及
び
譲
渡
所
得
の
研
究』

二
八
八
頁
以
下
所
収
、
三
〇
一
頁

(

有
斐
閣
・
一
九
九
六
年)
[

初
出
一
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五
年)

[

初
出
一
九
六
六
年
、
一
九
六
八
年
、
一
九
七
五
年]

等
参
照
。

追

記
恩
師
、
小
�
剛
先
生
か
ら
賜
っ
た
ご
指
導
に
感
謝
し
、
先
生
の
退
職
に
際
し
て
小
稿
を
奉
ず
る
。
先
生
の
ま
す
ま
す
の
ご
健
勝
と
、
私
自
身
研
究
上

の
努
力
を
続
け
る
こ
と
を
お
誓
い
申
し
上
げ
る
し
だ
い
で
あ
る
。
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号)

一
八
〇
頁

(

二
〇
〇
〇
年)

、
増
田
英
敏
・
月
刊
税
務
事
例
三
二
巻
一
一
号
一
頁

(

二
〇
〇
〇
年)

、
大
淵
博
義
・
税
理
四
六
巻
一
二
号
一

三
頁

(

二
〇
〇
三
年)

、
大
淵
博
義
・
税
理
四
六
巻
一
三
号
一
一
頁

(

二
〇
〇
三
年)

、
谷
口
豊
・
平
成
一
二
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説

(

判
タ

臨
増
一
〇
六
五
号)

三
二
二
頁

(

二
〇
〇
一
年)

、
中
里
実
・
税
研
一
〇
六
号
五
一
頁

(

二
〇
〇
二
年)

、
渡
辺
徹
也
・
税
経
通
信
五
八
巻
一
三

号
一
三
一
頁

(

二
〇
〇
三
年)

、
東
亜
由
美
・
税
理
四
三
巻
三
号
一
六
五
頁

(

二
〇
〇
〇
年)

、
品
川
芳
宣
・
税
研
八
九
号
一
一
五
頁

(

二
〇
〇

〇
年)
、
谷
口
勢
津
夫
・
租
税
判
例
百
選

[

第
四
版]

三
八
頁

(

二
〇
〇
五
年)

等)

、
最
三
判
平
成
一
八
年
一
月
二
四
日
民
集
六
〇
巻
一
号
二

五
二
頁

(
映
画
フ
ィ
ル
ム
リ
ー
ス
事
件)

(

評
釈
と
し
て
、
浪
花
健
三
・L

exis

判
例
速
報
六
号
一
一
二
頁

(

二
〇
〇
六
年)

、
今
村
隆
・
ジ
ュ

リ
ス
ト
一
三
三
三
号
一
四
六
頁

(

二
〇
〇
七
年)

、
佐
藤
英
明
・
判
評
五
七
九
号

(

判
時
一
九
五
九
号)

一
九
一
頁

(

二
〇
〇
七
年)

等)

、
名

古
屋
高
判
平
成
一
七
年
一
〇
月
二
七
日

(

航
空
機
リ
ー
ス
事
件)

(

評
釈
と
し
て
、
望
月
爾
・L

exis

判
例
速
報
七
号
九
二
頁

(

二
〇
〇
六
年)

、

細
川
健
・
税
務
弘
報
五
四
巻
八
号
一
五
二
頁

(

二
〇
〇
六
年)

、
増
田
晋
・
税
理
四
九
巻
四
号
一
八
頁

(

二
〇
〇
六
年)

等)

、
末
崎
衛

｢『

私

法
上
の
法
律
構
成
に
よ
る
否
認』
の
問
題
点｣

税
法
学
五
五
三
号
六
九
頁

(

二
〇
〇
五
年)

、
占
部
裕
典

｢

最
近
の
裁
判
例
に
み
る

『

租
税
回

避
行
為
の
否
認』

の
課
題｣

税
法
学
五
五
三
号
二
七
五
頁

(

二
〇
〇
五
年)

等
参
照
。

(

�)

最
三
判
平
成
四
年
七
月
一
四
日
民
集
四
六
巻
五
号
四
九
二
頁(

評
釈
と
し
て
、
福
岡
右
武
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇[

平
成
四
年
編]

二
六
六
頁

(

一
九
九
五
年)

、
佐
藤
孝
一
・
税
経
通
信
四
七
巻
一
三
号
一
九
五
頁

(

一
九
九
二
年)

、
増
井
良
啓
・
法
学
協
会
雑
誌
一
一
一
巻
七

号
一
〇
九
四
頁

(

一
九
九
四
年)

、
中
里
実
・
租
税
判
例
百
選

[

第
四
版]

八
五
頁

(

二
〇
〇
五
年)

等)

、
最
三
判
平
成
一
七
年
二
月
一
日
判

タ
一
一
七
七
号
一
五
〇
頁

(

評
釈
と
し
て
、
一
高
龍
司
・
民
商
法
雑
誌
一
三
三
巻
三
号
一
五
一
頁

(

二
〇
〇
五
年)

、
山
本
守
之
・
税
経
通
信

六
〇
巻
四
号
一
六
七
頁

(

二
〇
〇
五
年)

、
田
中
治
・
土
師
秀
作

『[

租
税]

判
例
分
析
フ
ァ
イ
ル
Ⅰ

(

所
得
税
編)』

五
八
頁

(

税
務
経
理
協

会
・
二
〇
〇
六
年)

[

初
出
二
〇
〇
五
年]

、
高
野
幸
大
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
一
九
号
一
八
二
頁

(

二
〇
〇
六
年))

。

(

�)

最
一
判
平
成
一
八
年
四
月
二
〇
日
判
時
一
九
三
三
号
七
六
頁
。
評
釈
と
し
て
、
渡
辺
充
・
判
評
五
七
七
号

(

判
時
一
九
五
三
号)

一
八
四
頁

(

二
〇
〇
七
年)

、
渡
辺
裕
泰
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
三
四
号
二
五
七
頁

(
二
〇
〇
七
年)

、
一
高
龍
司
・
民
商
法
雑
誌
一
三
六
巻
一
号
六
三
頁

(

二
〇
〇
七
年)

、
伊
川
正
樹
・L

exis

判
例
速
報
八
号
一
二
七
頁

(

二
〇
〇
六
年)

等
。

(

�)

こ
れ
ら
の
点
は
別
の
機
会
に
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。

(

�)

実
現
概
念
に
つ
い
て
は
、
金
子
宏

｢

租
税
法
に
お
け
る
所
得
概
念
の
構
成｣

同

『
所
得
概
念
の
研
究』

一
頁
以
下
所
収

(

有
斐
閣
・
一
九
九

論 説
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